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第１回定例会議事日程（第３号） 

 

第１ 一般質問 

  西別府 治君 

   １．海岸整備について 

    （１）ボランティア活動を含む清掃活動の実績について伺う。 

    （２）浜競馬等のイベントに合わせた環境整備の現状について伺う。 

    （３）海岸法の改正に伴う海岸協力団体制度の創設について伺う。 

   ２．商店街のスマートウエルネスシティを目指すまちづくりについて 

    （１）串木野商店街連合会の加盟店減尐の現状について伺う。 

    （２）通り会等が所有する街灯の電気料金等に対する本市の補助制度について伺う。 

    （３）人口減尐が続く中、既にハード面が整備された環境を生かしたスマートウエルネ 

      スシティの構築について伺う。 

  中村敏彦君 

   １．児童虐待ついて 

    （１）全国及び県において児童虐待が増えているが、本市の状況はどのようか。 

    （２）児童虐待対策として、児童相談所や行政・教育委員会、保育・教育機関の連携が 

      求められているが、報道された本市の事案から何を教訓にされるか伺う。 

    （３）行政において関係機関の担当者研修が必要と思われるが、本市独自の研修は検討 

      されないか。 

   ２．かごしま連携中枢都市圏ビジョンについて 

    （１）平成29年度から計画期間５年の「かごしま連携中枢都市圏ビジョン」の取組の現 

      状はどのようか。 

    （２）計画に示されている経済成長、都市機能の集積・強化、生活関連機能サービスの向 

      上の「３つの方向性」の進捗状況と成果と課題はいかがか。 

    （３）かごしま連携中枢都市圏ビジョンが、結果として鹿児島市への｢まち・ひと・しご 

      と」の集中を避けるためにも、本市の一次、二次、三次産業を最大に生かす施策が大 

      切と思うがいかがか。 

   ３．川内原発について 

    （１）九州電力㈱新社長の就任会見での「原発技術の伝承 国民の責任」「処分場確保  

      みんなで努力を」「温暖化防止 原発しかない」など、一連の発言についての市長の 

      見解はいかがか。 

    （２）電力の地産地消を進めている本市の立場からしても、供給過多を理由とした再生可 

      能エネルギー（太陽光、風力等）への出力調整は看過できないと思うが、市長はどの 

      ような見解か。 

    （３）２月９日の原子力防災訓練に参加された市民からは「効果があるとは思えない」と 

      いう声が聞かれ、福島の現実や廃炉を含む原発コスト、核燃料サイクルの行き詰まり 

      など、原発政策は八方ふさがりと思うが市長の見解はいかがか。 

    （４）玄海原発では、使用済み核燃料の原発敷地内保管が進められようとしているが、川 

      内原発でも「敷地内保管」が否定できないと思われるが、隣接自治体の長として反対 

      すべきと思うがいかがか。 

  松崎幹夫君 

   １．学校再編について 

    （１）各市町村、学校再編に向けて動いているが、市長はどのように進める考えか伺う。 

    （２）平成27年から小中一貫教育を進めてきたが、どのような成果が得られたか。また、 

      それを本市の学校教育にどのように生かしていく考えか伺う。 

    （３）本市の現状を踏まえ、地域との連携、進むべき方向性、今後の具体的な取組を伺 

      う。 
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   ２．薩摩藩英国留学生記念館の今後について 

    （１）開館以降の来館者の推移と今後の集客の取組について伺う。 

    （２）５周年記念事業をどう考えているか伺う。 

    （３）インターネットによる情報発信にもっと力を入れるべきではないか伺う。 

   ３．がん検診率向上策について 

    （１）複合検診を行っているが、その取組について伺う。 

    （２）地域の高齢者からは身近な場所で受診したいという要望を聞くが、対応はできな 

      いか伺う。 

  東 育代君 

   １．虐待防止について 

    （１）本市におけるＤＶの現状と取組について伺う。 

    （２）児童虐待防止のための「子ども家庭総合支援拠点」の設置について伺う。 

    （３）高齢者及び障がい者の虐待防止について伺う。 

   ２．小規模校の支援と対策について 

    （１）学校統廃合における今後の計画について伺う。 

    （２）子育て世代への移住支援について伺う。 

    （３）放課後子ども教室と放課後児童クラブ（学童保育）のあり方について伺う。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第３号（３月４日）（月曜） 

 

 出席議員  １６名 

     １番  吉 留 良 三 君       ９番  中 里 純 人 君 

     ２番  江 口 祥 子 君      １０番  東   育 代 君 

     ３番  松 崎 幹 夫 君      １１番  竹之内   勉 君 

     ４番  田 中 和 矢 君      １２番  原 口 政 敏 君 

     ５番  中 村 敏 彦 君      １３番  下迫田 良 信 君 

     ６番  大六野 一 美 君      １４番  宇 都 耕 平 君 

     ７番  西別府   治 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  濵 田   尚 君      １６番  平 石 耕 二 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員  なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  岡 田 錦 也 君   主       査  神 薗 正 樹 君 

補       佐  石 元 謙 吾 君   主       任  軍 神 卓 也 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   消 防 長  前 屋 満 治 君 

副   市   長  中 屋 謙 治 君   観 光 交 流 課 長  後 潟 正 実 君 

教 育 長  有 村   孝 君   水 産 商 工 課 長  平 川 秀 孝 君 

総 務 課 長  田 中 和 幸 君   健 康 増 進 課 長  若 松 友 子 君 

政 策 課 長  北 山   修 君   福 祉 課 長  立 野 美恵子 君 

財 政 課 長  東   浩 二 君   社 会 教 育 課 長  梅 北 成 文 君 

市 来 支 所 長  中 村 安 弘 君   都 市 計 画 課 長  火 野 坂 斉 君 

教 委 総 務 課 長  木 下 琢 治 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成31年３月４日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（平石耕二君） これから本日の会議を開き

ます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（平石耕二君） 日程第１、一般質問を行い

ます。 

 これより、通告順により、順次、質問を許します。 

 まず、西別府 治議員の発言を許します。 

   ［７番西別府 治君登壇］ 

○７番（西別府 治君） おはようございます。 

 地域の良好な環境、価値を向上させるために、住

民、事業者が主体的に取り組み、課題を解決、きめ

細やかに行うためには、行政だけが担うのではなく、

市民、民間レベルの活動を進め、担い手を増やす必

要があります。本市の魅力的な空間の一つである海

岸の改正海岸法を活用した管理体制について伺いま

す。 

 まず、ボランティア活動を含む清掃活動の実績に

ついて伺います。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。西別

府 治議員の御質問にお答えいたします。ボランテ

ィア活動を含む清掃活動の実績についてお尋ねであ

ります。 

 本市の平成29年度におけるボランティア清掃の実

績として、公民館が52回、学校関係36回、各種団体

14回となっております。うち、海岸清掃ボランティ

アにつきましては、毎年、海の日に伴う市民一斉で

の海岸清掃、照島海岸でのイベントに伴う清掃、市

内の高校による清掃活動、個人でのボランティア清

掃となっており、活動としては、年々幾らか減尐傾

向にあります。 

○７番（西別府 治君） 全体的に減尐傾向にある

ということであります。 

 ボランティア活動のターニングポイントというの

がだんだん近づいてきているような気がしている状

態であります。 

 そこで、イベントです。浜競馬等、イベントに合

わせた環境整備について伺います。 

○観光交流課長（後潟正実君） 次に、浜競馬等の

イベントに合わせた環境整備の現状についてであり

ます。 

 今年の串木野浜競馬大会は、４月21日に照島海岸

で開催される予定で、関係者と連携をとりながら作

業を進めているところでございます。 

 浜競馬のコースは、照島海岸の約1,500メートル

を利用して行われるため、騎手や観客の皆さんのほ

か、関係者の安全を確保するため、地元建設事業者

に委託し、海岸の整備を行っているところでござい

ます。コースの整備に当たりましては、ビーチクリ

ーナーや重機を活用し、馬場の整備に万全を期して

いるところでございます。また、浜競馬のコースか

ら八房川の間につきましては、関係者と協議しなが

ら、環境整備に努めてまいりたいと考えております。 

○７番（西別府 治君） この浜競馬なんですけれ

ども、全国で本市しかないそうですね。私はびっく

りしましてですね。ないそうです。これ絶好のオン

リーワンのアピールにつながっていくというふうに

考えるわけであります。 

 今、担当課から説明がありましたけれども、競走

を行うコースだけじゃなくて、潮風園のあっちのほ

うですかね、全体を含めたところでの環境整備を関

係者と打ち合わせながら進めていくということでご

ざいます。 

 多くの方々が、４万人とか来られますから、絶好

のオンリーワン、日本に一つしかない。そして、も

ちろんこれは三大砂丘の本市であります。だから、

そこらあたりがあるのかなというふうに考えている

ところであります。 

 ぜひエリアを、今、照島海岸に限って話をしてお

りますけど、市来海岸もそうですけど、羽島の白浜

海岸、我々が宝とする部分でありますので、もし答

弁があれば、お聞きしたいと思います。 

○観光交流課長（後潟正実君） それぞれ海岸につ

きましては、農地海岸につきましては農政課が窓口、

漁港海岸につきましては水産商工課が窓口など、そ
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れぞれ海岸によりまして管理者というものがありま

す。私どもとしましては、関係課と協議をしながら、

海岸の環境整備に努めてまいりたいと考えていると

ころでございます。 

○７番（西別府 治君） イメージの払拭といいま

すか、海岸ボランティアといえば、すぐ清掃という

ふうにつながって、そして、柔らかい土の上を歩き

ながらさまざまな作業をして、大変なイメージとい

うのがあります。このイメージをちょっと払拭する

必要があるんじゃないかなと考えております。 

 ３番目になります。 

 海岸法の改正に伴う海岸協力団体の創設に伴う指

定について伺います。 

○市長（田畑誠一君） 海岸協力団体制度というの

は平成26年６月ですか、一部改正されたように聞い

ております。 

 海岸協力団体制度は、自発的に海岸の維持、海岸

環境の保全等の活動を行う民間団体等を支援するも

のであり、海岸管理者と連携して活動する団体とし

て法律上位置づけることによって、地域に根差した

活動を促進しようとするものであります。 

 海岸協力団体の指定に当たっては、海岸管理者で

ある県が募集要項を作成をし、公募を行う必要があ

りますが、今のところ、公募がなされておりません。 

 本市においては、日本三大砂丘の一つ、白砂青松

が続く吹上浜の北端に位置するなど、海岸の維持、

先ほどから述べておられます環境の保全等が大切で

あると考えておりますので、今後、海岸協力団体制

度の内容、実態等について、調査研究をしてまいり

たいと考えております。 

○７番（西別府 治君） 調査研究ということであ

ります。 

 私たちは、身近にある海岸、宝。そして、それか

らずっと海がつながって大海に行ける。やっぱりこ

ういった大きな入り口のところではないかなという

ふうに考えてます。 

 その中において、尐子化によって、高校の人たち

が来てボランティアするとかいうのもだんだんなく

なってきているのが現状かなと考えております。ま

た、近くの学校もありますけど、小学生も尐なくな

りまして、いわゆるハマヒサカキという植生の自生

しているのがあります。そういったのを育てていこ

うとか、植生の体験の学習とかあると思うんですね。

子どもたちにそういった機会を与えること自体もこ

の改正海岸法による、いわゆる団体の役割の一つで

あると聞いております。ですから、ボランティアで

掃除をすっとだけが管理団体の指定ではないと考え

ているところであります。 

 そして、市長もおっしゃいましたように、社会的

認知をされますから、さまざまなアピールができる

わけであります。食のまちとして、海岸があって、

海があって、魚があって、つけ揚げがあって、いろ

んなことがありますよね。ですからそれを、看板が

立ちまして、どこどこがやっていますよ、民間です

ね、団体がやってますよと、あると思います。 

 ですから、ここらあたりをやっぱり強力に推し進

めていく。常にフルタイムで海岸がきれいな状況が

つくれていけるようなことがあると思いますので、

県との流れもぜひつくっていただきたいと思います。

確実に、県も求めている姿というのがあると思いま

すので、そういうふうに考えているところでありま

す。 

 民間と行政とのパートナーシップと申しますか、

このあたりができ上がっていくことが大切かなと考

えておりますけど、市長、何か答弁よろしいですか。 

○市長（田畑誠一君） まちづくり、まちの活性化

というのは、行政だけに委ねられるものでは余り発

展はしないというお話を壇上でさっきお話しなさい

ました。民間で、自発的に、自主的に。いかにみん

なが力を合わせるかということは一番の要諦だとい

うことを話された。まさにそのとおりだと思います。 

 照島海岸を例にとって御質問をなさっておられま

すが、照島海岸は私たちの誇りとする日本三大砂丘

の一つであります。したがいまして、いろんな形で

今の協力団体の公募については、県の担当というこ

とでありますので、これからやっぱり、そういった

連携をとりながら、研究してまいりたいと思ってお

ります。 

○７番（西別府 治君） 次に、商店街のスマート

ウエルネスシティを目指すまちづくりについてであ
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ります。 

 まず１番目に、串木野商店街連合会の加盟店減尐

の現状について伺います。 

○水産商工課長（平川秀孝君） 串木野商店街連合

会の加盟店の現状についてということでございます。 

 串木野商店街連合会には七つの通り会が所属をい

たしております。会員数は平成31年１月末現在で

130名で、これは５年前と比べますと８名の減とな

っております。なお、会員数は、店舗で営業されて

いる正会員のほか、通り会によっては、元営業をさ

れていた方も準会員として加入されていると聞いて

おります。 

○７番（西別府 治君） 人口減尐、高齢化。これ、

何か聞きますと、世界で日本が最も早く到達すると

言われております。ものすごいことが今から起こる

んだろうなと考えております。 

 通り会も尐なくなってきております。また、準会

員として、元の方も活動を支援をされていらっしゃ

る現状があります。通り会の街灯が消えます。そし

てまた、人が消えていきます。そして、まちがそう

であります。通り会の皆さん方の人と人とのつなが

り、この存在している力というのが持続につながっ

ていくんじゃないかなと考えるわけであります。 

 ウエルネスシティでは、ソーシャルキャピタルと

いう何か難しい言葉で言ってるわけでございますが、

これがまちをつくっていくということであります。

担当課の答弁もありましたけど、昭和、平成、通り

会として活動できたことを感謝されながら、夜でも

安心と活気を保つために、閉店後も応援をされてい

らっしゃいます。 

 通り会が所有する街灯の電気料金等に対する本市

の補助制度について伺います。 

○水産商工課長（平川秀孝君） 通り会等が所有す

る街灯の補助についてでございます。 

 街灯への補助は、目的により三つの制度を設けて

いるところでございます。商店街向けといたしまし

て、一つ目に商店街共同施設設置費等補助金。それ

と、二つ目に商店街振興対策事業補助金。そして、

自治公民館等向けとして、三つ目に安全灯施設補助

金となっております。いずれも設置に係る補助金と

なっておりまして、設置後の電気料金につきまして

は、各通り会等での負担をお願いしているところで

ございます。 

○７番（西別府 治君） 市長。商店街活性化につ

いては、今、説明がありました。ただ、現状といた

しまして、活性化対策で話を進めていくこと自体、

なかなか難しい状況にあるんじゃないかなと思って

おります。 

 それで、このスマートウエルネスシティというの

がございまして、その話であります。 

 人と人のつながりが増えますと、社会的つながり

が増える。そうすると、そのつながりで担い手を増

やすことができるというのがソーシャルキャピタル

の考え方だそうです。この小さな積み重ねによって、

まちができ上がっていくそうです。そして何よりも、

このソーシャルキャピタルが高い地域は健康度も高

いという検証も出ております。 

 補助の制度につきましてはいろいろあると思いま

す。全体を見た補助のあり方、また、ピンポイント

でのあり方等ありますけど、このソーシャルキャピ

タル、人と人とのつながりを活かすために、この光

を継続できないかということをお伺いしたいと思い

ます。 

○市長（田畑誠一君） 商店街の街灯は卖に照明の

役割だけではなくて、防犯防災などを含めて、まさ

にソーシャルキャピタルをお話しなさいましたが、

まちづくりの要素の一つだと考えております。 

 したがって、街灯の設置については補助を行って

いるところでありますが、しかしながら、もう一歩

進めて、今お話しなさいました維持管理に伴う電気

料金の補助につきましては、当面は、やはり何とい

ってもほかとのバランスもございます。そういった

のを考慮したとき、商店街の電気料を市で負担をす

るというのはやっぱり難しい面があります。 

 そこで、商店街が果たしている役割に対して何か

いい方法はないかということで、市として現在考え

ておりますことは、設置補助金の活用によってＬＥ

Ｄ化を進めてもらったらどうだろうかと。電気料金

が何か半分以下とかになるそうです、ＬＥＤにかえ

れば。だから、当面はそのＬＥＤ化を進めることに
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よって商店街の皆さん方の電気料の負担を軽減でき

るんじゃないかなと思っております。 

 先ほどお述べになられましたとおり、商店街とい

うのは地域経済において重要な役割を担ってます。

地域に住む人々をつなぐ役割も果たしております。

このことが地域コミュニティの形成の場として機能

しているわけであります。 

 そのようなことから、商店街全体の振興につきま

しては、何よりもその商店街の個々で経営している

皆さんを中心にして、商工会議所等々との振興策に

ついて、連携を深め、模索していくべきだと考えて

おります。 

○７番（西別府 治君） まちづくりの観点という

ことを市長もおっしゃいましたので、そこらあたり

からまた、いろんな手法を使いながら進めていかれ

るように考えております。 

 次に入ります。 

 人口減尐が続く中、既にハード面が整備された環

境を活かしたスマートウエルネスシティの構築につ

いて伺います。 

 市長、その前に、「社会貢献」という言葉があり

ます。このスマートウエルネスシティの考え方の中

に。日本が最も早く到達するわけですね、高齢化社

会、人口減尐社会に。その中において、これを克服

する手段として、スマートウエルネスシティを掲げ

てあるそうであります。そして、社会貢献。高齢に

なっても元気で暮らせる。これが個人が行う大きな

社会貢献になるんだというらしいです。このことだ

と思いますよね。 

 そこで、このスマートウエルネスシティの構築が

必要じゃないかなと考えますが、御意見を伺いたい

と思います。 

○市長（田畑誠一君） 人口減尐社会が進行する中

で、一人ひとりがやはり社会に貢献をすると。さっ

き演壇でおっしゃったのと通じるものがございます

が、基本的に一緒ですね。とてもおっしゃるとおり、

大事なことだと思います。そしてまた、そのことは

一人ひとり、個人みずからが健康になるわけですか

ら、とても大切であります。 

 そこで、このスマートウエルネスシティでありま

すけれども、歩いて暮らせるまちづくりということ

のようでありますが、定義は。そのことはもっと申

し上げますと、健康づくりに無関心な層の方にも、

運動するという心理的なハードルを課することなく、

日常の身体活動量を増加させたり、歩くことを基本

とした自立的な生活様式への誘導を図ることで、住

民の健幸を確保する考え方であります。 

 こうした地域住民全体への働きかけによって、地

域全体がお互いリスクを軽減しながら、ともに励む

社会というのはとっても理想的だと考えております。 

○７番（西別府 治君） 理想的でありということ

であります。そして、何よりも歩いて暮らせる。そ

して、自立的に健康な人も含めて、率先して、そう

いった流れをつくっていくということが、市長がお

っしゃった、まさしくそのことであると思います。 

 本市が今、中央商店街の、中央といいますか、商

店街のイメージをちょっと抱いていただければいい

と思うんですけれども、本市の場合は良好な部分と

いうのがたくさんあります。 

 まず、ハード面でありますけれども、歩いて暮ら

せる。ここらあたりにつきましては、歩道、公園、

自転車も行けまして。そして、また、公共交通のイ

ンフラも整っていると思っております。まず、これ

クリアしていきますね。 

 そして、ソフト面でありますけれども、先ほども

おっしゃったように、健康な人も健康を推進すると

いう部分ですね。ここらあたりもポピュレーション

アプローチと言うみたいなんですけど、これも進め

ていける状態にあります。 

 そしてまた、ころばん体操とかされていますよね。

ああいった流れの中でも人と人のつながり、ソーシ

ャルキャピタル、先ほどから言ってます、これもあ

ると思うわけですね。ですから、かなり合致した部

分というのが私は存在しているんじゃないかなとい

うふうに思っております。市長がおっしゃるとおり

ですね。 

 ただ一つだけちょっと、全く足りていないという

ことじゃないんですけれども、健康医療データを分

析します、そして、根拠ある情報をもとに評価をし

ながら、健康づくり全体、市全体を進めていく。エ
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ビデンスという言葉みたいです。ここらあたりがち

ょっと足りてない部分があると思いますけど、これ

は克服できると思っておりますので、中心商店街の

現状は、ウエルネスシティを目指すまちづくりにつ

いて実現可能であると思っておりますが、御意見い

ただきたいと思います。 

○健康増進課長（若松友子君） 健康づくりに無関

心な方々でも、無意識に健康づくりにつながる生活

行動を行うスマートウエルネスシティの考え方を、

商店街を核とした区域内でハード事業やソフト事業

を実施する際考慮することは有効な手法の一つでは

ないかと思われます。 

 しかしながら、このスマートウエルネスシティは

国に総合特区認定されるような先進的な取り組みで

あるため、本市においてスマートウエルネスシティ

の構築を図っていくには、まず第一に市民の理解が

進んでいることが必要であると思われます。 

 本市では今年度、健康寿命延伸モデル事業を実施

されている野平地区において、歩くことに興味がな

い方でも参加したくなるウオーキングデーの仕掛け

づくりとして、歩きたくなるウオーキングコースの

設定やイベントを話し合っていくなど、ポピュレー

ションアプローチの手法を活用して、健康づくりに

結びつける取り組みを行っています。 

 こうした取り組みを進めながら、今後のまちづく

りにスマートウエルネスシティの視点を組み入れて

いけないか、研究してまいりたいと考えております。 

○７番（西別府 治君） 市長。唐突にスマートウ

エルネスシティを言っておりますから、なかなか大

変な部分等あります。でも、今ちょっと聞きますと、

野平地区ではポピュレーションアプローチをやって、

歩き方やいろんなことを進めているということでご

ざいますから、今後もとっと、とっと進んでいる状

態にあるんじゃないかなというふうに考えていると

ころであります。 

 ポピュレーションアプローチにつきましてはかな

りいい方向性で進んでいくのかなと思っております

けれども、いわゆるエビデンス。健康医療の分析と

根拠ある情報をもとにする評価というのがございま

して、ここらあたりが一番頑張って取り組んでいか

ないといけない部分かなというふうに考えておりま

す。 

 そこで、スマートウエルネスシティにはスマート

フォンを活用して、個別に運動や食事プログラムを

実施する手法がありますが、実施できないか伺いま

す。 

○健康増進課長（若松友子君） 現在、スマートウ

エルネスシティの研究会に所属している自治体では、

筑波大学の研究成果をもとにした、多数の住民に対

し、個別指導と継続支援を行う個別運動、栄養プロ

グラムの提供、管理システムをスマートフォンなど

の媒体を通じて実施されているところもあるようで

す。 

 今後、自治体においても、個人のＩＴ機器を活用

した健康管理が主流になる可能性が高いと考えてお

りますので、他自治体の実績等を研究してまいりた

いと考えております。 

○７番（西別府 治君） 今、筑波大学の個別プロ

グラムという説明がありまして、進んでいるわけで

あります。 

 本市が今、追っかけられるのは、健康、いわゆる

医療の部分でのお金の部分では、まず国保がメイン

であります。そして、介護。ですから、あと、協会

けんぽを含めた割合というのが、まだたくさんある

わけですね。あります。その中において、本市がど

んな方向性でこの健康づくりを進めていくことが大

事かと。国保のデータだけで進めていくことが本当

にいいか悪いかというのが、今、このスマートウエ

ルネスシティの考え方の中にあると思いますね。 

 ですから、今、ちょっと説明を尐しさせていただ

きますと、スマホで無料アプリです。今、私が述べ

ました運動量、食事、そしてまた、さまざまな要素

を簡卖にこのスマホに、無料です、アプリ。ありま

す。個人ですれば、栄養士の方がすぐさま「今、ど

うですか」と答えますと、カロリーやら全部出ます

けど、「今日の朝御飯は何と何が食べられましたけ

ど、何と何が高かったですね」と。その前に、事前

に体重とかいろんなの入れてるんですよ、データは。

この蓄積を広げていくことも大切ではないかなと考

えております。これまずできることですね。市長、
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まずできることだと思います。 

 職員の皆さんで御存じでない方もいらっしゃると

思います。まず職員が見られたらいいと思います。

スマホ、皆持たれてますからね。これやる必要があ

るのかなと思っております。 

 そして、先ほど申しましたように協会けんぽもあ

りますけど、ネットワークとしてできてないです、

今。はっきり申し上げまして。それを補塡するのが

筑波大学ですね。スマートウエルネスシティのいわ

ゆる自治体共有型健康クラウドというのがございま

して、全部トータル。匿名ですよ、国保以外。協会

けんぽのほうは匿名ですけどね。医療の実態という

のが本市ののがわかるそうです。それをもとにしな

がら、人口減尐、また、高齢化、ハイリスク、いろ

んなのを加味しながら対策をとっていくみたいです。

それを包括していくのがスマートウエルネスシティ

だそうであります。 

 唐突にこの話をしておりますので、なかなか大変

な部分等ありますけど、まずできることと、そして、

クラウドに入っていける意識。そして、また、市民

への集まり、集まっていただく説明。こんなことも

今後は進めていかないといけない状態にあるんじゃ

ないかなと考えております。 

 市長、ちょっと御意見があればと思っております。 

○市長（田畑誠一君） 世界はどんどん人口は増え

てますよね。私の記憶違いがあるかもしれませんが、

たしか今73億人。そして、毎年8,000万人ぐらい増

えているそうですね。それに比較して、我が国は昨

年も40万人減ったんです。2008年から人口減尐社会

に突入しております。将来のデータも出ております

が、そこで、そのように今、我が国は世界に例を見

ない長寿国になりました。とっても速いスピードで。 

 我々は長寿社会を目指したわけですけれども、今

度は長寿社会になったから健康寿命を伸ばすという

ことに考え方をまたさらに一歩進めて。それが、今、

先ほどから西別府議員がお述べになっておる健康な

社会づくり、ウエルネスシティを例にとってお話し

しておられますが、まさにそのとおりであります。 

 私たちの願いは幸せに生きることですから、それ

はとりもなおさず一人ひとりが健康に心がけて、健

康であることですよね。健康であることは、おっし

ゃいました社会全体の課題である国保の医療費も下

がるわけです。そのとおりですよね。 

 そういった意味で、一人ひとりが自発的に歩く習

慣をつける、歩く雰囲気づくりをつくって、明るい

まちづくりに資する、お互いが努力をしようと。本

市の場合でいいますと、野平地区でそういった取り

組みを始められました。そういったのが広がってい

ったら非常にいいと思います。 

 その延長線上にあるのが、筑波大学との研究成果

をもとにした多くの皆さんの住民の参加だと思いま

す。それがおっしゃるウエルネスシティにつながる

ことであって、今後やっぱりそういった方向で、お

互い研さんすべきだなと考えております。 

○７番（西別府 治君） 市長が言われる研さんし

ていく、このことが大切であります。全ての方が、

個人が、社会貢献を目指していくんだという考え方

に立つことであると思います。 

 このスマートウエルネスシティ。今、約100市町

村が首長会議をつくりまして、首長研究会というの

でありまして、既に動いております。本県でも２市

で既に首長が加入いたしまして、流れをつくってい

るところであります。 

 市長もどうか、唐突にウエルネスシティのことを

申し上げておりますけれども、その方向性に向かっ

て進めていかれたいというふうに考えております。 

 折しも経営改革というテーマを掲げられていらっ

しゃいます。まさしくこのことがそういった流れの

中につながっていくと思います。そして、その経営

改革が市民の意識を向上することで、また、多くの

方々が理解して進めることで、その地域のよさがわ

かり、海岸もそうですけど、ウエルネスシティが理

解をされて、集まってきて、人口が集まってくるよ

うなまちづくり。 

 市長。このコンパクトシティとやや似たような考

え方にあるわけですけれども、健康という大きな流

れをつくりながら進めていくことになると思います。 

 民間と行政のパートナーシップをしっかりと構築

するという考え方の中で、市長、いかがですか。こ

ういった全体を通した経営改革の部分からの考え方
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の中で、また御意見いただきたい思います。 

○市長（田畑誠一君） 私たちが目指すまちづくり

というのは、元気で、明るくて、幸せで、活気に満

ちた、未来に期待ができるまちだと思います。 

 その大きな大目標に向かって、今、健康をテーマ

にお取り上げになって、いろいろ御提言いただいて

おりますが、そういった観点から、やっぱり全体で

支え合う。みずから努力することはみずからの幸せ

ですよね。それがウエルネスシティであって、その

ことがポピュレーションアプローチといいますか、

みんなで助け合う。それがキャピタルシティにもな

ると、こういうことだと思います。 

 今後とも、他市の状況やら考えながら、研究を重

ねてまいりたいと思います。 

○７番（西別府 治君） 全ての質問を終わります。 

○議長（平石耕二君） 次に、中村敏彦議員の発言

を許します。 

   ［５番中村敏彦君登壇］ 

○５番（中村敏彦君） おはようございます。 

 通告をいたしました３件について、順次、質問を

いたします。 

 まずは、児童虐待について質問いたします。 

 千葉県野田市の小学４年生が父親のたび重なる虐

待で亡くなってから１カ月近くが過ぎました。胸が

潰れるような父親の行為、あるいは母親の黙認はも

とより、関係機関の対応の不備が報道されておりま

す。 

 本市でも虐待容疑で警察署に逮捕されるという事

案が２件発生しました。 

 過日、法知識を共有して、子どもを守ろうという

見出しで、地域住民も虐待防止の役割を担っている

こと、通報した人は法的に守られるという内容で、

弁護士の新聞投稿がありました。 

 先週の一般質問初日の同僚議員の質問に対して、

市長も、地域と一緒になって、見守りを強化してい

きたいと述べておられました。 

 私も含めて、虐待についての見識や、あるいは意

識を高めることが肝要かと思って質問にしました。 

 一昨年2017年、平成29年の児童相談所が対応した

児童虐待は全国13万件余りで、過去最高を更新した

ことが新聞報道されました。調査を開始した平成２

年度から26年間連続で増加し、過去最高となった前

年度からさらに１割以上も増加したとのことであり

ます。 

 鹿児島県は一旦減尐傾向だったものの、平成23年

度から増加傾向となり、平成29年度は818件で、増

加率、過去最高とのことでございます。いずれも单

風録に載っていた数字でございます。 

 そこで、本市の児童虐待に関する通報件数並びに

認定件数の最近の推移についてお伺いをして、壇上

からの質問といたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 中村敏彦議員の御質問にお

答えいたします。 

 児童虐待防止についてであります。 

 児童虐待は未来を担う子どもの心身の成長や人格

形成に重大な影響を与える深刻な問題であります。

日々、痛ましい児童虐待に関する報道等がなされて

いる状況ですが、このような行為はどのような理由

があろうと断じて許されるものでありません。 

 本市におきましても、先月、児童虐待の疑いで母

親が逮捕される事件が２件発生し、まことに残念で

なりません。 

 具体的な件数等につきましては、福祉課長に答弁

をいたさせます。 

○福祉課長（立野美恵子君） 具体的な件数等につ

いてお答えいたします。 

 市に寄せられた18歳未満の児童虐待の相談件数は、

平成28年度は延べ120件、実人数18人。平成29年度

は延べ78件、実人数は18人であり、平成30年度は平

成31年２月25日現在で延べ65件、実人数20人であり

ます。 

 また、虐待認定の件数は、平成28年度は４件、平

成29年度は３件、平成30年度は平成31年２月25日現

在で４件であります。 

 市に寄せられた相談件数はほぼ横ばいであります

が、児童相談所に寄せられた本市の相談件数は増加

しております。その理由としましては、児童が同居

する家庭における配偶者の暴力について、警察から

の通告が増えたことによるものであります。 
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○５番（中村敏彦君） 認定件数がそれほど増えて

いないのは幸いかなと思っておりますが、通報件数

が増えていることはちょっと気になるところであり

ます。 

 次に進みます。 

 児童虐待対策として、児童相談所の資料を尐し拝

見しましたら、行政、教育委員会、保育教育、民生

委員、もちろん警察署も含めてですが、関する関係

機関の連携が強く求められているようでありますが、

報道された本市の事案から、どのような教訓を得ら

れたのかを伺います。 

○市長（田畑誠一君） これまで児童相談所や関係

機関と連携をして対応をしてまいりました。しかし

ながら、虐待を未然に防ぐことができませんでした。 

 虐待に至る背景はそれぞれ異なりますが、虐待を

未然に防ぐため、どこに問題があり、どのように支

援すべきだったのか。また、関係機関との連携を含

めて検証をし、どうすれば未然に防げるか。 

 今後につきましては、先ほど中村議員も壇上から

お述べになりましたとおり、地域住民の方々の協力

をいただくということも大事だなと考えているとこ

ろであります。 

○５番（中村敏彦君） 先ほどの答弁で４件、３件、

４件の答弁がございましたが、尐し児童相談所の資

料をもとに自分で棒グラフをつくってきました。も

ともとは合計の虐待件数の中で、市町村分で把握し

た分が割合として多い結果になっているようであり

ます。そういう意味で、この４件、３件、４件とい

うのは、もちろん児童相談所も含めての件数かどう

か、改めて確認をしたいと思います。 

○福祉課長（立野美恵子君） 先ほど申しました件

数については、児童相談所が把握する分も含まれて

おります。 

○５番（中村敏彦君） はい。次に進みます。 

 野田市の事件はいたいけな子どもが死に至るとい

う痛ましい児童虐待になっております。母親自身が

実は夫の暴力を受けていて、それから逃れるために

黙認していたことが報道されております。 

 家庭内暴力や児童虐待に詳しい弁護士は、これも

新聞に載ってましたが、夫婦間の暴力と子どもへの

虐待はコインの裏表である。夫婦間の家庭内暴力が

発覚した時点でシェルターへの保護や離婚等に向け

た支援ができていたなら、命が奪われる事態を回避

することができたのではないかと訴えております。 

 そういう意味で、本市の通報案件あるいは認定事

案。それぞれいわゆる夫婦間の暴力とかが含まれて

いるのかどうか伺います。 

○福祉課長（立野美恵子君） 野田市のような類似

事案、家庭内暴力についてであります。 

 家庭内暴力については、家庭内で起きていること

で、なかなか把握するのは難しいのが現状でありま

す。全てを把握できているわけではありませんが、

シェルターに保護した例はこの５年間で実績はあり

ません。また、緊急性が高いとして、虐待を認定し、

母子生活支援施設に保護した例がこの５年間で３件

ありました。 

○５番（中村敏彦君） 母子分離が３件ということ

で理解していいですね。 

 次に行きます。 

 児童相談所は全国に212カ所。県内には現在、鹿

児島市内の中央相談所と大隅、大島の３カ所となっ

ており、この前の新聞にありましたが、２月27日付、

鹿児島市議会の答弁で、鹿児島市が独自で相談所設

置を検討している現状であります。 

 ただ、全国平均で１人の児童福祉司が50人の相談

件数を抱えて、きめ細かな対応ができていないこと

も指摘されております。もちろん国においても児童

福祉司の不足を解消するために、もともと2020年度

までに2,020人の増員計画を立てておりましたが、

前倒しで実施すると決めております。 

 ただ、社会福祉士の資格を有することや心理学を

学んでいること、実務経験などの条件が付されてお

り、今日、明日に間に合わないのではないかと思っ

ております。さらには、児童相談所の相談員も平均

３年程度の経験で、なかなか具体的な事案に対応で

きないということも報道されております。 

 そういう意味で、市独自の実務研修等は現状、行

われているのか。行われているとしたら、その頻度

はどのようか伺います。 

○福祉課長（立野美恵子君） 市独自の実務研修で
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ありますが、市要保護児童対策地域協議会において、

年１回の代表者会議や年２回の実務者会議で児童虐

待の資料提供や研修を実施しているところでありま

す。 

○５番（中村敏彦君） 本市の福祉の担当職員も異

動等でなかなかそこに注ぎ込むというか、そういう

状況もないし、子どもたちの様子を最も観察できる

保育所や教育現場、もちろん先ほど言いました担当

部署の職員など。行政機関とは関係ない警察署など

は抜きにして、行政関係機関の担当者研修等をもっ

と積極的に行うべきではないかと考えますが、いか

がでしょうか。 

 もう一つ、ついでにコミュニティセンターや自治

公民館に総務省の虐待防止ポスターが掲示してあり

ます。あるところしか見てないので全てかどうかわ

かりませんが、発行年度が古くて、連絡先が記載さ

れていないものもあるようでした。 

 そういう意味で、市民の関心が高い今こそ、ポス

ターの張りかえや行政広報による児童相談所、福祉

担当の連絡先を周知することが大事ではないかなと

思っておりますので、積極的な研修と市民への周知

について伺います。 

○教育長（有村 孝君） 児童虐待につきましては、

先ほど来ありますように、やはり子どもたちと日常

的に接する機会の多い学校の教職員。これが一番、

児童虐待に気づく機会が多いわけでございまして、

また、学校職員としての一つの大きな責任もあるん

じゃなかろうかなと思っているところです。 

 こういうことから、児童虐待についての教職員の

研修といたしましては、校長、教頭でそれぞれ年５

回実施している管理職研修会や年３回の養護教諭等

研修会。また、必要に応じて、児童虐待の発見や対

応等について、資料提供や指導を行っているところ

でございます。そのほか、市の人権教育研修会と市

の教育講演会をそれぞれ年１回行いまして、人権に

関する教育課題の解決や教職員の先生方の資質能力

の向上を図っているところでございます。 

 さらに、スクールソーシャルワーカーとスクール

カウンセラーの連絡会等におきまして、事例研究を

通した具体的な情報交換等を実施しております。 

 また、特に虐待の疑いがある場合には家庭等を訪

問いたしまして、実態把握に努めまして、虐待の継

続性とか、あるいは程度など、きめ細かに把握する

とともに、子育てについての悩み等を聞くなど、学

校、家庭生活全般についての支援に努めるよう、学

校を指導しているところでございます。 

○福祉課長（立野美恵子君） 児童虐待に関する担

当者の研修については、保育士については、日置地

区保育連合会が毎年実施し、児童虐待に関する研修

に参加するなど、各種団体の研修に参加しておりま

す。また、市の担当者は県主催の子ども虐待に関す

る実務者等研修会などに参加しております。 

 今後も担当者研修については、積極的に参加して

まいりたいと思います。 

 また、周知の徹底のことで、市民への周知につい

ては、毎年11月の国の児童虐待防止推進月間にあわ

せて広報で周知を図っておりますが、まだまだ周知

が足りないという声もあると、今、言われましたの

で、今後はホームページを活用したり、公民館への

ポスター掲示などをして、さらなる周知を図ってま

いりたいと思います。 

○５番（中村敏彦君） ぜひそのように進めていた

だきたいんですが、今、公民館総会や婦人会総会な

ど、あちこちでやられて、たまたま昨日は照島の婦

人会総会で、社会教育課から出向かれて、人権教育

のこのチラシを配られたみたいです。大事なことだ

なと。 

 私も知らなかったんですが、通報先として、「い

ち早く（189）」とか、もう一つは何か９桁のがあ

ったんですが。こういうことが市民に今まで知られ

てなかったので、勢いで警察署に通報ということも

多々あったかと思うんですね。 

 先ほど、福祉課長が答弁の中で、警察署から児童

相談所や市役所へ問い合わせがあったという話があ

りましたけど、実は13万件のうちの８万件が警察署

から児童相談所に行っているんですよね。だから、

多くは警察署に通報がいっている。そのことも尐し、

次のところで考えなければいけないんじゃないかな

と思っておりましたので、一番身近な通報場所をち

ゃんと知らしめるというのは大事じゃないかなと思
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っております。 

 次に進みます。 

 児童虐待の増加の原因として、いろいろ言われて

おりますが、特に核家族化による養育機能の低下や

若年母子家庭の増加などを指摘しつつも、貧困によ

るダブルワークやトリプルワークで親自身が心身と

もに疲れていることが多いということも言われてお

ります。貧困や孤立を防ぐ支援やＧＤＰ比で世界最

低といわれている社会的養育費用の改善等が必要と

いう訴えもございます。 

 具体的なサポートについては、本日の最後の同僚

議員の質問事項にありますので、私はこの考え方と

して、そのようなことにも思いをはせながら、児童

虐待は考えていかざるを得ないんじゃないかなとい

うことでとめ置きます。 

 そのような折、２月24日のＮＨＫ日曜討論。多分、

皆さんも見ておられたと思うんですが、虐待防止の

ためには、冒頭言いましたけど、関係機関との連携

が不可欠としながらも、この日曜討論の、とりわけ

虐待に詳しい弁護士の方や国立の研究機関のお医者

さんの方とか、東京都で児童相談所の所長をされた

方等は、犯罪取り締まりが目的の警察署と対象児童

や当事者家族の更生を目的とする児童相談所や福祉

業務は目的、対応が異なることを忘れてはならない

ということを言われておりましたが、このことも本

当に大事なことだと思っておりますので、市長の見

解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 私たち大人社会の大きな責

務は、未来を担う青尐年の健全育成であります。そ

ういった意味で、子どもたちの幸せのために虐待な

どあってはならないという、これは社会的大きな問

題だということを先ほど来、お述べになっておられ

ます。 

 虐待に至る背景というのは、経済的貧困や社会的

孤立に限らず、さまざまな要因が複合的に連鎖的に

作用して起こり、支援や介入を行っても、解消が困

難なケースが多くあります。 

 行政の役割は、家族が仲よく安心して暮らせるよ

うに再発防止に向けて、家庭を丸ごと支える視点が

不可欠であります。それは教育支援であり、就労支

援であり、保育支援であり、財政的な支援などによ

り、家庭が抱える負担をできるだけ軽減し、適切な

養育が行われるように働きかけていく必要があると

思います。 

 また、全てではもちろんないと思いますけれども、

虐待を受けた子どもは大人になって、虐待を加える

側に回るということもあるんじゃないかといわれて

おります。そこで、経済的な貧しさもそうでしょう。

今おっしゃいました。ひとつの要因だと思いますが、

虐待に至る。しかし、大切なことは命を大切にする

心や人として守るべき心が失われていることが虐待

の大きな要因ではなかろうかと思っております。 

 したがいまして、経済的な貧しさだけでなく、心

の貧しさを支援していくことも行政の大切な務めだ

と考えております。 

○５番（中村敏彦君） 教育長も市長も人権教育や

人としての心を持つということを言われましたが、

野田市の事件から、国連の子どもの権利委員会、こ

れは今までずっと日本に勧告をしてきたみたいです

が、２月７日、改めて勧告を出しましたね。あらゆ

る場面での体罰禁止を明確にすること。これはずっ

と日本政府に求めていたらしいんですが、残念なが

ら成就していなかったということで、改めて２月７

日に出しました。 

 昨年は相撲界に始まり、ボクシング、アメフト、

体操、学校の部活、本当にスポーツ界の監督、コー

チによる暴力が横行しました。このような指導をし

つけの名目で暴力を容認している日本の風土も問題

ではないかという指摘があります。まさに国連はこ

のことを指摘しているんですが、こういうような日

本の風土を変えない限り、いわゆる教育長が言われ

た、社会全体の人権意識をかえない限り、子どもへ

の虐待も防止できないことを国連は戒めているんで

はないかと思います。このことも申し添えて、この

質問を終わります。 

 続きまして、かごしま連携中枢都市圏ビジョンに

ついて、お伺いをいたします。 

 私は12月議会において、若者定住移住に大きな成

果を上げている岡山県津山市を例に、もう尐しめり

張りのある政策を打ったほうがいいんじゃないかと
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いうことを申し上げてきました。 

 市民の皆様からも、市が実施しているさまざまな

事業の成果、端的に言えば、賑わいや若者定住、暮

らしの向上などに実感が湧かないと聞かされます。 

 そういうことから今回は、平成29年から33年まで

の計画期間５カ年のかごしま連携中枢都市圏ビジョ

ンに関する、ちょうど折り返し点でありますので、

全体的な取り組みの現状について伺います。 

○市長（田畑誠一君） かごしま連携中枢都市圏ビ

ジョンの圏域としての取り組みの現状についてであ

ります。 

 連携中枢都市圏は人口減尐、尐子高齢化社会にお

いても、一定の圏域人口を有し、活力ある社会経済

を維持するための拠点形成に向けて、４市が連携し

て取り組んでいるところであります。 

 このビジョンでは、基本方針として、一つ、圏域

全体の経済成長のけん引。二つ、高次の都市機能の

集積・強化。三つ、圏域全体の生活関連機能サービ

スの向上の三つを掲げております。この三つの基本

方針に沿って、新規創業者への育成支援や医療体制

の充実、公共施設の広域利用など、26の連携事業を

掲げ、うち23事業を実施しているところであります。 

 また、このビジョンの取り組み内容などにつきま

しては、４市市長会議や各専門家などから構成する

ビジョン懇談会を定期的に開催し、その確認を行い

ながら進めているところであります。 

○５番（中村敏彦君） 当然、折り返し点でありま

すので、さまざま検証して、当初予算にも反映され

ていると思うんですけれども、ちょっとどこなのか

わからないので。当初予算を尐し見たところで、新

規の卖独事業として20事業余りが提案されておりま

すが、この連携中枢都市圏ビジョンでいわれてる本

市の魅力や強みをどのように認識されて、計画の折

り返し点となる平成31年度予算にどのように反映さ

れているか、伺います。 

○政策課長（北山 修君） 本市はこの連携４市の

中でも特に食品関連を中心といたしました特産品が

豊富にございますので、これが本市の魅力であり、

強みであると認識しております。 

 そのことから、平成31年度の当初予算では、新た

にサワーポメロＰＲ・消費拡大プロジェクト事業に

より、サワーポメロの産地としてブランド化を推進

するとともに、「いちき串木野ふるさとの夕べ実施

事業」や「ふるさと観光特産品ＰＲ促進事業」によ

り、本市の食材や特産品をＰＲすることとしており

ます。 

 あわせて、「ＷＢＳフェスティバル」や「ふるさ

と納税推進事業」を推進するとともに、「まぐろフ

ェスティバル」や「薩州串木野まぐろプロジェクト

支援事業」、それから、「いちき串木野づくし産業

まつり事業」を支援することで、引き続き、本市の

食の魅力を発信することといたしております。 

○５番（中村敏彦君） 食品関連についてのそれぞ

れの事業が今回リニューアルあるいは新規として予

算化されているということでございますが、この件

については当然、予算審査の中で審査されていくこ

とでありますので、詳しくは触れませんが、計画に

示されている経済成長。先ほど、市長が言われた経

済成長、都市機能の集積強化、生活関連機能サービ

スの向上の三つの方向性。そして、その具体的な事

業として、先ほど市長が言われた23事業があります

けれども、特にこれは進んだという事業がありまし

たら、進捗状況と本市の成果と課題について伺いま

す。 

○政策課長（北山 修君） 現在、先ほど市長が申

しました三つの基本方針に基づきまして、26の連携

事業。このうち、本市が連携して実施している事業

といたしましては、企業を対象といたしました「新

規創業等育成支援事業」や「合同企業説明会」、圏

域内での交流の場を提供します「企業対抗運動会」

や「独身男女の出会いサポート事業」、さらに、図

書館などの各種の施設の広域利用などがございます。 

 ４市が連携して事業に取り組むことで、これまで

１市卖独ではなかなか難しかった規模の大きなイベ

ントが開催できたり、ほかの連携市の施設のサービ

スを受けたりするなど、圏域の市民にとっても多く

のメリットが生まれているところでございます。 

 一方で、現在では鹿児島市が主体となって実施し

ている事業も多く、他市からの参加者が尐ないなど、

連携の効果が十分に行き届いていない事業も見受け
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られることから、連携事業につきましては、市民や

事業所等への周知を図るなどいたしまして、一体と

なった取り組みとなるように、今後、努めてまいり

たいと考えているとこでございます。 

○５番（中村敏彦君） そのことが具体的には、一

番、目に見えるのは人口増なんですが、ちょっと資

料をいただいてきたんですが、昨年８月８日から９

日にふるさと回帰フェアというイベントが東京であ

ったみたいで、それを見ると、４市から２人ずつの

職員８名が参加されたということを聞きました。残

念ながら、議会では全然話題にもならなかったんで

すが、そのときの移住相談ブースで31組46人がかご

しま連携中枢都市圏内に移住希望されたということ

が、ここに資料としてあります。いただいておりま

すが、この中で本市への移住希望があったのか、な

かったのか。結果はどうだったかということをお伺

いします。 

○政策課長（北山 修君） 移住を検討している方

たちや地方での暮らしに興味がある方が集まります

このふるさと回帰フェアですが、今年度も全国から

370もの自治体や団体が参加いたしました。本市も

４市連携で昨年９月に参加したところでございます

が、参加自治体数が多い中、鹿児島地域というイメ

ージでは、まず相談者にわかりやすく訴えることが

効果的であるということで、このふるさと回帰フェ

アにかごしま連携中枢都市圏として参加した次第で

ございます。 

 今回は残念ながら、このフェアを機に本市へ移住

してきた方はいらっしゃいませんでしたが、ふるさ

と回帰フェアに来場する方の多くは、移住先につい

て、例えば单九州あたりというように大まかな希望

しか持っていらっしゃらない方も多く、圏域として、

こうした移住フェアに参加して、移住希望者と接点

をつくって、本市の魅力を訴えていくことが有効で

あると考えておりますので、今後も引き続き、本市

のＰＲに努めてまいりたいと考えております。 

○５番（中村敏彦君） 31組46人が单九州に移住し

たいとされていながら、選んでもらえなかったのは

残念だなと思います。 

 そこで、次に移りますが、平成27年度の人口と直

近の人口を比較すると、いわゆる平成27年というの

は、この連携中枢都市圏の始まる前のデータですね、

使われたデータ。人口を比較すると、鹿児島市はマ

イナス0.44％。日置市がマイナス1.09％。いずれも

推定減尐率より緩やかな減尐率のようであります。

姶良市はマイナスの見込みが逆にプラス2.92％であ

るようです。 

 そのような中で本市の減尐率はマイナス4.14％で、

４市の中で断トツで減尐率が高い。その原因、理由

をどのように認識されているのか、市長に伺います。 

○政策課長（北山 修君） 連携４市の中での人口

減尐の原因、理由についてでございます。 

 それぞれのまちの経済規模であったり、インフラ

などの交通環境、また、県都であることなど各種の

人口増減の要因はさまざまであると考えております。 

 本市の人口増減の状況といたしましては、例年、

出生、死亡による自然動態と転入転出によります社

会動態のいずれもマイナスとなっている状況であり、

毎年約400人を超える人口の減尐が続いている状況

でございます。 

 その主な要因といたしましては、尐子高齢化に伴

う自然減と就職や転勤、結婚や家の建築などといっ

たライフイベントに伴い発生する社会減であったり、

これらがともに進んでるものと考えているところで

ございます。 

○５番（中村敏彦君） 市というか、その市のもっ

ている出生率とか死亡率とか計算したら、どこもそ

んなに変わらないと思うんですが、それをバックす

るのが流入人口だと思うんですよね。だから、今の

課長の答弁では尐し納得いかないなと思うんですが、

それは置いて、次に移ります。 

 今、インフラの問題やいろいろ交通網の問題も確

か触れられたと思うんですが、移住定住パンフレッ

トをつくられております。それには風光明媚、温暖

な気候とともに、二つのインターと三つのＪＲの駅

があって、それを強みとしてＰＲしてあります。に

もかかわらず、人口減尐率が他市に比べて高いのは、

お隣の薩摩川内市と同じようように、合併時に人口

10万人を超えていた鹿屋、霧島、薩摩川内市の中で、

本市と同じように薩摩川内市が断トツで、合併から
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10年で10％減っております。鹿屋、霧島はほぼ横ば

い。 

 このことを考慮するならば、次の項目に入るんで

すが、原発の存在を否定できないのではないかと私

は思っております。そういう意味で市長の見解を伺

います。 

○５番（中村敏彦君） 国を挙げて人口増対策が最

大の課題でありますが、今、お述べになりましたと

おり、残念ながら本市もその傾向に歯どめがかから

ない状況にあります。 

 その要因について、原発が関連しているのではな

いかという、今、お尋ねでありますけれども、川内

原発の影響があるかどうか、それは私はわかりませ

んが、人口減尐問題はどの自治体にとっても共通の

課題であります。各自治体も知恵を絞り、人口減尐

を食いとめたいと、さまざまな施策を講じているわ

けであります。 

 一方で、産業構造やインフラの整備状況、また、

地理的な要素やその土地柄、自然環境などは各自治

体によって異なり、それを背景とした人口減尐対策

及びその成果についてもさまざまであると思います。 

 そのため、本市としては、都市機能の強化や防災

体制の強化、子育てしやすい環境や住環境の整備、

雇用創出等を通して、安心安全で住みよい、選ばれ

るまちづくりに努めているところであり、今後もよ

り一層危機感を持って、人口減尐対策に取り組んで

いきたいと考えております。 

○５番（中村敏彦君） そうですね。いずれにして

も人口が減っていくのはやむを得ないことですが、

ほかに比べて、なるべく緩やかに減っていってほし

いなというのは市長も私も一緒です。 

 原発の問題を取り上げましたが、これはまた後で

ありますので省きまして、このような中にうれしい

ニュースもあります。１月４日付の宝島社。毎年出

てますが、宝島社の「住みたいまちランキング特集

２月号」で若者、子育て、シニアなど５部門で单九

州エリア、宮崎、鹿児島、沖縄、熊本もでしたっけ。

单九州エリア５位以内になっており、全てが５位以

内になっている。これはうれしいことだなと。全国

では子育て世代が住みたい田舎部門で全国22位、シ

ニア世代が住みたい田舎部門で全国19位にランクイ

ンをしておりました。本市が。 

 もちろん、これは220項目の政策アンケートをも

とに出版社による格付でこのランクが決まっている

ようで、必ずしも他県の人、他市の人がいちき串木

野市が住みやすいという評価じゃないんですが、尐

なくとも、先ほど市長が言われたように移住定住の

政策メニューはほかに決して負けていないと私も思

います。これは12月も言いましたが。 

 そこで、発行されて今２カ月ぐらいしかなってお

りませんが、発行されて、田舎暮らしをしたいと思

っている方々の参考になると思うんですね。この雑

誌は。多分たくさん購読者がいるみたいですから。

発行後２カ月ではありますが、移住希望者からの問

い合わせはあったのかなかったのか。で、その反応

はどうか伺います。 

○政策課長（北山 修君） ただいまお話になりま

した「住みたい田舎」ベストランキングという雑誌

がありまして、これにおきまして、单九州エリア、

宮崎、鹿児島、沖縄、３県の中におきまして、５位

以内ということで、すばらしい評価をいただきまし

た。 

 移住希望者からの直接の問い合わせはまだござい

ません。ないところでございますが、これらは本市

の魅力であるとか、各種施策、子育て施策とか、そ

ういった施策が十分に評価いただいた結果であると

思っております。 

 今後とも情報発信に努めまして、本市の魅力をＰ

Ｒするとともに、移住希望者への紹介に努めてまい

りたいと考えているとこでございます。 

○５番（中村敏彦君） こういううれしいニュース

というか、いいランクインがありましたので、ここ

をもっと活かすために、総務省が今、推奨しており

ます移住コーディネーター制度、いわゆるプロです

ね、を配置する考えはないかという内容ですが、

2012年から島根県雲单市が導入しております。2012

年からもう導入しているんですが、雲单市をちょっ

と調べましたら、人口減尐率が過去８年間で本市と

２ポイント差があります。それだけ人口減尐率が緩

やかだということですね。いちき串木野よりも多分、
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交通アクセスもそれほどよくないんじゃないかなと

思うんですが、その雲单市ではいちき串木野よりも

２ポイントぐらい人口減尐率が緩やかな状況があり

ます。 

 こういう先進地を参考に、鹿児島市も昨年、設置

して導入されているようです。もちろん、まだ導入

されたばかりですから、鹿児島市の場合はまだ効果

は定かでないと思うんですが、特別交付税を活用で

きるこの移住コーディネーター設置は検討できない

か。いわゆる強さをしっかり広げていくためのコー

ディネーター制度だというふうに聞いておりますの

で、もちろん総務省も勧めておりますから、検討で

きないか伺います。 

○政策課長（北山 修君） ただいま御質問の移住

コーディネーターですが、本市におきましては、移

住定住の相談員という形で設置をしております。 

 今、質問された移住コーディネーターについても、

今後、研究してまいりたいということで考えており

ます。 

○５番（中村敏彦君） せっかく特別交付税の対象

でもありますし、総務省も推奨しておりますので、

導入したほうがいいのかなという思いで述べました。

ぜひ検討していただきたいと思います。 

 最後に、２月24日の单日本新聞は国が進める新た

な広域連携構想に自治体の独自性が損なわれる。24

日の新聞これですけど、自治体の独自性が損なわれ、

地域衰退につながる。自治体独自の住民サービスが

しにくくなるなどの理由で、現在の連携中枢都市圏

の中心である鹿児島市を初め、県内市町村の44％が

反対の意志であることを報じました。 

 かごしま連携中枢都市圏ビジョンが結果として、

ひともものもしごとも鹿児島市を初め、他市に集中

することにならないように、本市の一次、二次、三

次産業を最大に活かす施策が大切と思います。 

 そのようなことから、これまで複数の議員も提案

してきた経済の市内循環を進めるために、12月の一

般質問で申し上げました、市内の若者に魅力を発信

して、できるだけ地元企業に就職、定住していただ

く。または、尐しこれは町中の人からいろいろ言わ

れたんですが、タイヨーストアーのお客さんが減っ

て、やがて閉店になるんじゃないか。そうすると買

うところがなくなるんじゃないかという心配された

声を聞きましたので、焼酎で乾杯じゃないんですが、

地元のスーパーや商店の利用促進を図るなど、具体

的に私もまだわかりませんが、具体的な政策を必要

と考えますが、先ほど言いました連携中枢都市圏の

今後について、そして、具体的な経済の市内循環を

どうしていくかということについての市長の見解を

伺いまして、この質問を終わりたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） まちの発展を願って、今、

中枢都市圏に絞っていろいろ御提言をいただいてお

ります。 

 地方創生における地方定住策は、近隣自治体の人

口の奪い合いが本来の目的ではありません。東京に

一極集中する人口の偏りを是正することが一番の大

きな目標であります。これは日本全体として取り組

むべき課題であり、その克服には多面的、重層的な

取り組みが不可欠であります。 

 連携中枢都市圏ビジョンの中でも、移住定住策や

産業振興策に取り組んでおり、こうした重層的な取

り組みの一つと考えております。 

 市では来年度、第２期総合戦略を策定することと

しております。この中で、「ひと・もの・しごと」

ができるだけ市内に循環する、そのような観点のも

と、定住促進対策や産業支援策等、将来を担う若者

に選んでいただけるような施策を検討することとし

ております。 

 先ほどお述べになられました、住みたい田舎のベ

ストランキング。单九州編で本市が非常に好評を得

てるという。各種施策が評価をいただいているんで

はなかろうかというお話をなさいました。あわせて、

また、自然の恵みの部門でもエリア第３位というこ

とであります。 

 このように本市の持つ魅力といいますか、よさも、

さらに住み続けたい、住んでみたいという、選ばれ

るまちになるように、本市のすぐれた特徴を活かし

た産業振興や雇用促進に努めてまいりたいと考えて

おります。 

○５番（中村敏彦君） 次に進みます。 

 川内原発について伺います。 
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 昨年６月、九州電力の社長交代がありまして、新

社長に就任された池辺氏は新聞社のインタビューに

対して、「原発技術の伝承は国民の責任」。これ見

出しを見ただけですので、「原発技術の伝承は国民

の責任」とか「処分場確保は国民みんな力を合わせ

て」とか「温暖化防止には原子力発電しかない」な

どと発言されておりました。多くの市民から、尐し

上から目線ではないかとの声も聞きました。 

 市長自身、このような発言について、どのように

受けとめられておられるのか、見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 九州電力の社長インタビュ

ーに関する報道を私も拝見をいたしました。その意

図についてなど、詳細については承知をいたしてお

りませんが、電力事業者の新社長としての見地に立

った発言と受けとっております。 

 国のエネルギー政策の要諦は安全性を前提とした

上で、エネルギーの安定供給を第一とし、経済効率

性の向上を実現し、同時に、環境への適合を図るた

め、最大限の取り組みを行うことであります。 

 加えて、最も大事なことは、今、中村議員おっし

ゃいましたとおり、住民の理解を得ることだと私は

考えております。 

 原子力発電についても、再生可能エネルギーの普

及状況、環境、経済性等を含め、引き続き、国の責

任において議論されるべき事柄であり、現状におい

ては、事業者である九州電力に安全性を最優先に、

万全の注意をもって運転に臨んでいただきたいと考

えております。 

○５番（中村敏彦君） 電力事業者としての見地に

立った発言と思いますということですが、それもあ

るかと思います。ただ、一連の発言の根拠とされて

いるランニングコストが安い、ＣＯ２の排出が尐な

いという理論はもはや破綻していると言わざるを得

ないのではないかと思います。 

 １月16日の单日本新聞の社説では、原発関連全73

施設の廃炉費用は尐なくとも12兆8,000億円。廃炉

の最終段階までの施設維持や老朽化対策は含まれて

いない。そういう意味で氷山の一角にすぎない。そ

の原資は電気料金として長期に国民負担になると指

摘しております。 

 ＣＯ２排出に至ってはもう御存じのとおり。ウラ

ン採掘時に最大、膨大なＣＯ２を排出していること

は専門家が指摘しているところであります。 

 九州電力社長のこの見地について、どのように市

長は御判断されているのか、見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 国の長期エネルギー需給見

通しに当たり、発電コスト検証ワーキンググループ

において議論がなされております。原発については、

廃炉措置に係るコストも含めて検証がなされており、

また、温室効果ガスは運転時には排出がされないと

されております。その検討の中で、追加安全対策費

を２倍にした場合、廃止措置費用を２倍にした場合、

自己廃炉賠償費等１兆円増を見込んだ場合とか、い

ろんな角度から発電コスト検証ワーキンググループ

において、検証がなされております。 

 このようなことから、基本計画においても、運転

コストが低廉で変動も尐なく、運転時には温室効果

ガスの排出もない電源として位置づけられているも

のであります。 

 いずれにしてもいかなる事情よりも安全性を全て

に優先させることが大前提であります。厳しい規制

基準のもとでの運転とともに、今後のエネルギー政

策の中で、再生可能エネルギーの拡大を図っていく

ことが大切だと考えております。 

○５番（中村敏彦君） 先に進みます。 

 昨年、九州電力は、供給過多を理由に再生可能エ

ネルギー、いわゆる太陽光発電や風力発電事業者に

出力調整、最初のスタートの10月13日の日は１万件

の出力調整を要請して、今年もたしか２月24日現在

だったと思いますが、既に２回、昨年のを含めて、

通算10回目の出力抑制を行っているようでございま

す。報道されました。 

 電力の地産地消を進めている本市の立場からして

も看過できないことだと思います。本市のいちき串

木野電力への影響があったかどうか。また、このよ

うな電力会社の姿勢に対する市長の見解を伺います。 

○政策課長（北山 修君） 本市のさつま自然エネ

ルギー、さつま環境維新におきまして、出力制御の

対象となるのは工業団地の２発電所、市民オーナー

の６発電所であり、２月までの９日間において、１
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回ずつ、また１カ所は２回の出力制御対応がござい

ました。売電ロスは合計で約4,500キロワットアワ

ー、約17万円程度の試算とされており、年間発電シ

ミュレーションの値と比較いたしましても、現時点

において、事業への影響は小さいものと見込まれて

おります。 

 本市におきましては、地産地消を行う分散型電源

として、再生可能エネルギーの普及拡大に努めるこ

とといたしており、国のエネルギー基本計画に掲げ

られましたように連系線を活用した広域運用や蓄電

池といった調整力の確保など、再生可能エネルギー

の主力電源化に向けた取り組みに一層進めていくべ

きという認識でございます。 

○５番（中村敏彦君） 尐なからず影響があったん

だなということを再認識しました。 

 昨年１月、これはまた九州電力だけじゃありませ

んが、送電線の空き領域ゼロを理由に、再生エネ設

備からの接続を拒否したことが報道されました。実

際、でも、利用率は２割程度しかなかったというこ

ともまた新聞に報道されました。再生エネ業者や国

民から大きな反感を買っております。 

 市長の率直な見解を伺います。 

○政策課長（北山 修君） 送電線網では、全ての

電源が最大利用の発電を行った瞬間でも停電などの

問題が生じないことが必要でございまして、空き容

量は連携済みと連携を予約している電源全ての最大

潮流実績に基づき想定してあります。 

 一方で、利用率２割程度とおっしゃられましたけ

ども、これは年間平均の潮流実績に基づいて調べら

れたものでございまして、ここに評価の差が出てき

ているものであります。 

 接続契約は先着優先が基本ですので、高い買い取

り価格で認定を受けたまま、長期にわたり、運転を

開始しない事業者もみられ、空き容量に支障を来す

状況にもございます。 

 国におきましては、未運転の固定価格を減額する

制度の改革により、家庭等の料金負担を抑え、送電

線網への受け入れ枠が広がることを検討していると

ころでございます。 

 また併せて、想定方法の変更など、既設送電線を

有効活用して、電源の連携量を増やす検討も始めて

おりまして、こうした取り組みを一層進めていただ

きたいと考えているとこでございます。 

○５番（中村敏彦君） 次に行きます。 

 ２月９日の原子力防災訓練に参加した市民の感想

として、新聞には「災害時の混雑はこんなものでは

ないはずだ」との報道があり、テレビのインタビュ

ーでは「訓練の効果があるのか疑問である」という

率直な感想が述べられておりました。もちろん訓練

を否定するものでありませんが、早急に原発政策に

終止符を打つほうが市民の最大の安心安全を担保す

ると思いますが、市長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） あってはならないことであ

りますけれども、実際のそういった事態が起こった

ら、本当にやはり混雑するだろうなということは私

も想定をしております。それだけに日ごろから原子

力防災訓練が必要だと思っております。原子力防災

計画に基づき、市民の協力を得ながら、事業者、関

係自治体と連携して行っております。訓練実施によ

る避難手順等の確認はもとより、訓練を検証し、課

題を抽出、改善をし、避難計画の実効性を高めてい

く。その積み重ねが大事であり、市民の安心安全の

確保につながるものと考えております。 

 それに先駆けて、まず大事なことは、原発におい

て、万が一にも事故があってはならないわけであり

ますので、事業者である九州電力に対しては、安全

性を最優先に、万全の注意をもって、原子力安全対

策等の会議も議長と一緒に出席をしておりますが、

そのようなことを事業者である九電に対し常々申し

入れをしているところであります。 

○５番（中村敏彦君） 多分、繰り返しになりそう

なので、次に行きます。 

 昨年２月とちょっと古いんですが、单日本新聞が

「福島原発の立地町の双葉、大熊町を除く、周辺９

市町村の居住率が14.8％」と。また、直近の新聞で

は、「一昨年から徐々に開校した、福島原発周辺５

町村の小中学校、実に整備費に93億円、合計ですね、

かけて開校したにもかかわらず、事故前の3.4％の

入学であった。しかも、開校したうちの一つ、川俣

町の小学校は今年の新入学１年生ゼロで、６年生が
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卒業してしまったら、ゼロになるということで１年

で閉校になるそうであります。 

 そういうようなことを考えれば、本当に原発は人

のためになるんだろうかとつくづく思うところであ

ります。これ以上もう言いませんが。 

 次に、冒頭に示した３号機増設問題です。 

 先ほど示しました昨年の記者会見で、３号機増設

にも言及されております。安倍首相の成長戦略とし

て進められている原発輸出が建設総コストや輸出先

国民の反対で、イギリスを初め、米国、ベトナム、

台湾、リトアニア、トルコ。次々に失敗をしており

ます。 

 先ほどの单日本社説に限らず、もはや原発コスト

は高いことを推進側も認めております。ここに尐し

参考資料を持ってきましたが、原発推進とされるＩ

ＥＡ――国際エネルギー機関の元事務局長、田中さ

んという人ですが、都内のシンポジウムで新設増設

は太陽光発電と競争力を持てないと指摘しています。 

 そういう意味で、まして、一たび事故後の廃炉に

至っては、チェルノブイリで核燃料除去に500年を

見込むという記事も单日本新聞に載っていました。

500年ですよ、500年。福島第一原発廃炉作業の廃炉

は手探り、デブリの実態つかめずという状況も報道

されております。 

 ３号基増設は決してあり得ないと思いますが、市

長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 原子力発電に関しましては、

福島の事故対応はもちろんのこと、使用済み燃料問

題、最終処分問題など、原子力発電にかかわる課題

が山積をしており、これらに国が前面に立って果た

すべき役割を果たしていくことが必要であると認識

をしております。 

 私としましては、可能な限り、原発の比率を減ら

していくべきだと考えており、増設という形での新

たな原子力発電の設置については、現状において、

反対することはこれまでとかわりはございません。 

○５番（中村敏彦君） 一緒になって反対したいと

思います。 

 玄海原発では、使用済み核燃料の原発敷地内保管、

乾式貯蔵が進められようとしております。毎日新聞

は六ケ所村の再処理施設の稼働の保障はなく、長期

固定化が懸念されると記事にしております。 

 ２月３日付、九州電力からいただいたお知らせに

よると、川内原発で発生した低レベル放射性廃棄物

200リットルドラム缶320本を青森県六ケ所村に輸送

をすると伝えてあります。 

 川内原発でも敷地内保管乾式貯蔵が十分懸念され

ますが、隣接自治体の長として、この事態になった

ときにしっかりと反対の意思表示をすべきと思いま

すが、見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 最終処分や核燃料サイクル

事業の方針については、原発政策と密接にかかわり

があるものであり、処分の方法やコスト、また、安

全保障の問題など、エネルギー政策の議論に当たっ

て、原発の維持いかんにかかわらず、国により責任

を持って検討されるべき事柄であると考えておりま

す。 

 お尋ねの乾式貯蔵施設等の敷地内保管の検討につ

きましては、国の最終処分や再処理の課題に対応す

る検討の一つと受け取っており、川内原発に関して

現時点で申し上げるべきものではありませんが、安

全性はもちろんのこと、施設の規模や役割等もある

ため、今後の動向について注視してまいりたいと考

えております。 

○５番（中村敏彦君） ２月24日日曜日、ＮＨＫで

福島第一原発事故を再放送しました。コントロール

できずに暴走する原発はいかに、ずっと言われてき

ましたが、電力会社の優等生と言われてきた九州電

力とその社員であっても、絶対制御できないことを

痛感させられました。 

 折しも、日本原子力発電株式会社の社長が東海村

と水戸市に対して東海第二原発の再稼働を目指すと

伝えたことに対して、茨城県知事はマスコミ取材に、

県に対する軽視とも思える、不快感を持つと報じて

います。その後の読者の声の欄に、東海村のこのこ

とについて、原発関連で生活している人もそうでな

い人も、一たび事故が起きれば人生が崩壊するとい

う投稿もありました。 

 市民の命を守るために、市長の勇気ある意思表示

を求めて、全ての質問を終わります。 



 
- 61 - 

○市長（田畑誠一君） エネルギー政策の中では、

再生可能エネルギーの普及拡大に大きな期待が寄せ

られております。が、現時点においては、系統の問

題など、電力需給調整の中で、残念ながら、完全な

エネルギー源となり得ておらない状況です。一定の

ベース電源が必要な状況にあるかと認識をしており

ます。 

 しかしながら、私も将来的には原発ゼロの世界を

目指して、鋭意、代替エネルギーの確保に取り組む

べきだと考えております。今後も可能な限り、原発

の比率を低減していく過程において、国において、

系統整備や安定化など、再生可能エネルギーの一層

の拡大に向けて、しっかりと取り組んでいただくこ

とが重要であると考えているところであります。 

○議長（平石耕二君） ここで昼食のため休憩いた

します。 

 再開は午後１時15分といたします。 

             休憩 午前11時57分 

             ───────── 

             再開 午後１時15分 

○議長（平石耕二君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 次に、松崎幹夫議員の発言を許します。 

   ［３松崎幹夫君登壇］ 

○３番（松崎幹夫君） 私は通告に従いまして、３

件のことについて質問をいたします。 

 まず初めに、学校再編についてであります。 

 各市町において尐子化による統廃合が進んでいま

すが、この４月からさつま町の４校を１中学校に統

合するという情報でありました。一番尐ない中学校

で、全校27名ということであります。その話を聞い

たときに、本市の児童生徒の姿を見れば再編を考え

ないといけない、中学校でいえば羽島中学校22名の

生徒を考えれば、これでいいのかなという思いであ

ります。生徒はみんな一生懸命頑張っています。本

当にそういう部分では、その姿を、頑張っている姿

をそのまま続けていただきたいという思いでもあり

ますが、しかし、今後を考えれば、今のままでいい

のかという思いがいたします。 

 市長、どのように考えているかを伺いまして、壇

上からの質問といたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 松崎幹夫議員の御質問にお

答えします。 

 本市の小中学校統廃合の考え方につきましては、

これまで、先の12月議会の全員協議会で、議会の皆

様に御説明を申し上げました。 

 平成28年２月18日開催の総合教育会議において、

学校の統廃合計画を策定する基準について教育委員

会と協議を行い、市として共通認識を図ったところ

でありますが、先ほど松崎議員がさつま町の例をお

話しなさいましたとおり、我がまちも急速に進む児

童生徒の減尐の現状を見ますと、今後どのような教

育環境が望ましいのか検討する時期に来ているので

はないかと思っております。 

○３番（松崎幹夫君） 今どのような教育環境が望

ましいかということで検討したいという時期である

ということであります。これだけ子どもたちが尐な

くなってくれば、本当に本市も考えないといけない

という思いであります。 

 だからといって、即、統廃合という思いでもあり

ませんが、統廃合を含めて、地域の皆さんの意見で

あったり、保護者の意見であったりという部分で話

し合いをすることが大事でありますので、そういう

部分では前に進んでいただきたい。 

 そしてまた、他市においても、この進めるに当た

って、さつま町は平成17年度より、そして薩摩川内

市は平成18年度より、この統廃合に向けての話し合

いをしてきているということであります。 

 本市も、そういう部分では、この専門的な会議を

開いて前に進んでいただきたいというのが思いであ

りますので、その件についてお尋ねをいたします。 

○教育長（有村 孝君） 専門的な学校再編につい

ての検討会を設けたらどうかということでございま

すが、教育委員会におきましては、先ほどありまし

たように、平成20年９月から平成25年12月までにか

けまして、学校規模適正化委員会を設置いたしまし

て、尐子化が進む中、児童生徒に好ましい教育環境

を提供するため、地域における適正な学校規模はど

うあるべきかなどを検討していただき、その結果を
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平成26年１月に提言書としていただきました。 

 しかしながら、この提言書による適正な学校規模

に従いますと、小学校６校、中学校２校、計８校、

14校中８校が、即、再編対象となること等から、先

ほど申し上げましたとおり、平成28年２月に開催い

たしました総合教育会議において、学校の統廃合計

画を作成する基準について、市長と教育委員会との

共通認識を図ったところでございます。 

 先ほど市長が答弁いたしましたとおり、今後尐子

化を迎えて児童生徒数が減っておるわけでございま

すので、どのような教育環境が望ましいのか、議員

お説の専門的な会議の設置等を含めて検討してまい

りたいと思っているところでございます。 

○３番（松崎幹夫君） 今答弁があったとおり、児

童生徒の減尐という部分では、本市も本当に進んで

いる状況であります。そういう部分では、前に進む

形の答弁を、専門会議の設置を含めて検討するとい

うことであります。ですから、この分についてはよ

ろしくお願いしたいと、そのように思います。 

 次に、小中一貫教育であります。国の指定を受け

まして、平成27年度から３年間、小中一貫教育を進

めてきております。どのような成果が得られたのか、

またそれを本市の学校教育にどのように活かしてい

くのかを、考えをお伺いいたします。 

○教育長（有村 孝君） 小中一貫教育の成果を本

市の学校教育にどのように活かしていくかについて

でございますが、本市は平成27年度から平成29年度

までの３年間、文部科学省の指定を受けまして、全

中学校区で小中一貫教育に取り組んでまいりました。

学力向上といじめ不登校の減尐など、そういうもの

を目的にしながら、中学校教諭が小学校で担任と一

緒に授業をする乗り入れ授業や、小中学校合同の行

事、研修会などに取り組み、平成30年度も市独自の

事業として継続して現在取り組んでいるところでご

ざいます。 

 小中一貫教育の成果といたしましては、毎年実施

しているアンケートの結果等から申し上げますと、

「小学生が入学前に中学校の学習や生活を知ること

ができた」「中学生が合同行事等で先輩として活躍

できた」「小学校と中学校の教員が顔見知りになり、

小中９年間の発達課題や９年間の学習内容の系統性、

つながり等を考えた授業を行うようになってきた」

「保護者の小中一貫教育についての理解と期待が高

まった」などが挙げられます。 

 特に羽島中学校区は、先ほど来ありますように、

モデル校区としての小中隣接校の利点を活かしなが

ら、年間を通しての乗り入れ授業や合同運動会、ま

た合同避難訓練等を先進的に取り組み、学力向上や

生徒指導の充実など、大きな成果を上げているとこ

ろでございます。 

 今後は、このモデル校としての羽島中学校区の３

年間の取り組みの成果を市内のほかの中学校区へ広

げまして、小中一貫教育のさらなる充実を図ってま

いります。 

○３番（松崎幹夫君） 小中一貫教育のことについ

てお伺いいたしました。 

 小中一貫教育、今、教育長からお話があったとお

り、乗り入れ授業であったり、小中合同の行事であ

ったり、研修会であったりという部分では、地区と

して大いに応援をしたいと。小中一貫教育について

は大いに応援をしたいと。 

 ただ、私が一番心配してこの問題を上げたのは、

小中一体型の小中一貫校というのが一時期教育委員

会のほうから出されて、羽島でも検討をしました。

そういう部分では、結果として本当に小中一貫校を

進めるのか、子どもは尐ないのに小中一貫を進める

のかという部分が、私たちは答えとして本当にもら

っていないという思いがあるんですよ。 

 ですから、やはりそういう部分では、小中一貫教

育については思い切りしていただきたい。小学校中

学校、乗り入れ授業であったり研修であったりとい

う姿はものすごくいい姿でありますので、していた

だきたい。 

 ただ、小中一貫校という部分になれば、子どもが

増える話なら大いに賛成をいたしますが、そういう

部分では一番心配なことといえば、この小中一貫校

に対しては教育長の思いはどういうふうな答弁があ

るのか、お答えをいただきたいと思います。 

○教育長（有村 孝君） 先ほども答弁いたしまし

たけれども、羽島小中学校は小中一貫教育の研究に
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先進的に取り組んでいる校区でございます。私も一

般質問で、将来的には羽島小中学校区は一体型が望

ましいのではないかという答弁をいたしました。 

 その小中一貫教育の研究を進める中で、一昨年、

平成29年９月に羽島小中学校のＰＴＡの方々との意

見交換もしていただきました。そしてまた、家庭教

育を初めＰＴＡの方々には出水の鶴荘学園、義務教

育学校でございますが、そういうところを訪問して

いただいたり、また、小中一貫教育サミットという

のもございますが、そういうところにも出席をして

いただいたり、小中一貫教育の一体型の研究も視察

してくださいということで来ていただきました。 

 その意見交換を行いました中で、ＰＴＡの方々か

ら出るのは、小中一貫教育の理解は得られておりま

す。先ほど来、松崎議員がおっしゃるとおり、一貫

教育はいいと。ただ、羽島中学校は生徒数が尐なく

部活動もできない、大人数での競争がなく高校へ進

学したときが不安であるなどの、心配といいましょ

うか、懸案事項といいましょうか、そういうことが

いっぱい聞かれまして、小中一貫教育の一体型にす

ると、合併したくても統合したくてもほかの中学校

に行けないのではないかと、そういう意見も聞かれ

ました。 

 そういうことを踏まえながら、今後、小中一体型

の小中一貫教育につきましては、保護者の意見等も

考慮しながら判断してまいりたいと思っております。

一体型に移すかどうかですね。ただ、現在のところ、

先ほど申しましたような保護者、ＰＴＡ地域の方々

等の御意見もございますので、そういうのも十分に

参考にしながら判断をしてまいりたいと思っており

ます。 

 現在のところは、まだ今足踏み状態というところ

で、今後できるかどうかも検討を含めまして、再度

判断してまいりたいと思っております。 

○３番（松崎幹夫君） 教育長の答えにも小中一貫

校はありませんという答えを期待をしておったので

すけれども、そこまでは言われませんでした。 

 しかし、本当にこうして本日のこの学校再編の部

分で、中学校の思いを、22人しかいない羽島中学校、

来年23人、こういう中で小中一貫校をしたところで

できないと、進まないという思いであります。 

 であるならば、先ほど言いましたように、学校再

編に向けて中学校を一つにするというような姿でも

そういう話をしていただきたいという思いでありま

す。 

 保留ということでありますので、できるだけ地元

としても、一貫校ではなくして、学校再編の方向に

進んでいただきたいという思いであります。 

 それともう一つ、複式学級解消を目指してという

ことで、羽島小学校にとっては、今、３、４年と５、

６年が複式でございます。そういう部分では５、６

年が１人足らないと。17人に１人足らないというこ

とで、地域、そして保護者、先生方と一緒になって

そこに応えられるように今一生懸命頑張っておりま

す。 

 そういう中に、政策課からも、羽島に来たい方が

いたら連絡をくださいということで、うちの協議会

会長のほうに連絡が行って、そういう部分では羽島

の住宅を見ていただくと、そして羽島を気に入って

いただいて羽島に住んでいただきたいという思いで、

複式解消に一生懸命になっておりました。４日前に

一人の方が羽島に住みたいということで、５、６年

が解消できるのかなという、今、思いであります。

しかも、昨日、ＰＴＡの皆様方がその空き家の片づ

けをしてくれております。ですから、地域一体とな

って複式にならないようにということで一生懸命頑

張っていますが、まだ、３、４年生は３人足りませ

んので、確実に来年度は複式になります。そういう

部分では、教育長に複式解消について何か対応が、

こうしたら、17人以外に対応が何かあったらお伺い

したいと思います。 

○教育長（有村 孝君） 羽島小学校は、今年は48

名の児童が在籍していると思います。１、２年生は

卖式、３、４年生、５、６年生は複式ということで、

４学級編成になっていると思います。御承知のとお

り、小学校の場合、１年生、２年生は２学年で、13

人以上になりますと２学級になります。３年生以上

は17名以上、16名までは複式です。隣接学年合わせ

て17、13、17と覚えていただければいいと思うので

すけれども、羽島は５、６年が来年度一人足りない
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んですね。ちょうど16なんです。もう一人増えます

と２クラス卖学級になっていくと思うんですけれど

も、すれすれの線です。 

 これを何とかならないかと。この規定は私では変

えられませんけれども、ただ、促進住宅等をつくら

れて羽島の場合は児童数を増やそうと、児童生徒数

を増やそうと御努力をなさっていらっしゃいますの

で、４月６日の時点での児童生徒数によって学級編

成が決まります。毎年県内は４月６日の入学式で決

まる。その日で決まる。今年は４月８日ですかね、

とにかく入学式の日で決まるわけでございまして、

今まで、このまま行きますと羽島は４学級というこ

とになっていくと思うんですけれども、努力されて

５、６年生が一人増えるらしいということですので、

これはまた４月８日か、入学式の日までに入ってい

ますと５、６年も複式を解消できるということにな

りますが。 

 ただ、ほかの複式を解消するためにどんな方法が

あるかといいましても、いろいろございますが、ち

ょっと特認校は複式解消するための制度が、特認校

じゃございませんので、これはまた何か方法がない

かと、私が今考えつくのは特認校かなと思うのです

けれども、これはちょっと無理かなという考えがし

ているわけですが、地元の方々に頑張っていただく

しかない、子どもを移住定住させるしかないのかな

という感じがしているところでございます。どうも

答えにはなりませんけれども、いい方策が浮かびま

せん。 

 先ほど、１、２年生の複式になるかならないかの

定数をちょっと私が勘違いしておりまして、１、２

年生は９人以上でした。中学校の複式もこれで行き

ますけれども、９人以上、つまり４人と５人になれ

ば２クラスということで、８人までが複式と、合わ

せてですね。失礼いたしました。 

○３番（松崎幹夫君） 無理やり対応についてお聞

きをいたしました。 

 正直言いまして、３家族が羽島の地に４月から入

るということで、大いに私たちは喜んでおります。

今まさしく、市長が地域新興住宅をつくっていただ

いた部分についても５名の子どもがいます。そして

また、今度こうして空き家に対して子どもたちが入

ってくれるということで、今度また６人増えるとい

う情報になっております。ですから、そういう部分

では、地域としては複式を解消したいと。済みませ

ん、ぜいたくな話かもしれません。本当の小規模校

にとっては、複式がないと学校自体が成り立たない

という思いもあります。しかし、私たちはまだそれ

だけの子どもたちがいますので、何とか複式になら

ないようにという思いで地域で一緒になって頑張っ

ているところであります。 

 そういう部分では、今、対応はないかということ

で聞いたのは、教育長のほうからありました特認校

の話も出てこないかなという思いでの部分で話をし

ましたが、ないということでございます。でも、地

域も頑張っていますので、どうか教育委員会も、い

い方向での御協力をいただきたいという思いであり

ます。 

 次に入ります。本市の現状を踏まえて、進むべき

方向性、今後の具体的な取り組みを伺います。 

○市長（田畑誠一君） 学校再編につきましては、

これは何といいましても子どもが主役ですから、そ

の学年に応じた教育環境で教育を受けなきゃいけな

いんですよね。そういった子どもが主体だというふ

うに考えてこれまで申し上げてまいりましたが、ま

た他方、小学校は地域の活力の源であるとの思いで

議会の皆様方と協力しながら特認校制度を初め地域

の活性化、定住化に取り組み、小学校の再編は行っ

てまいりませんでした。地域振興住宅、議会の皆さ

んの御理解をいただいて、それもまた大きな一つの

成果であります。今述べられたところであります。 

 しかしながら、最低限の教育を維持するための基

準がやはり必要であります。その判断から、先ほど

答弁しましたが、小中学校の統廃合の検討基準につ

いて教育委員会と協議を行い、市の方針として共有

してまいりましたけれども、先ほど来ありますよう

に、急速に進む児童生徒の減尐の現状を見ますと、

主役である子どもたちにふさわしい教育環境という

のはどうあるべきかと、望ましい姿はどうあるべき

かということを検討する時期に来ていると思ってお

ります。 
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○３番（松崎幹夫君） 小学校は地域の活力の源で

あるという言葉を市長が言われました。 

 市長はいつも、子どもは地域の宝であると、地域

の核であるということでいつも言われております。 

 そういう部分では、本当に統廃合という部分は私

たちも望みませんけど、やっぱりこれだけ尐なくな

ってきた子どもたちを見れば、今こうして答弁をい

ただきましたとおり、検討する時期にあるという思

いでありますので、そういう方向で進めていただき

たいと、専門的な部分も含めて進めていただきたい

という思いであります。 

 次に入ります。２番の薩摩藩英国留学生記念館の

今後についてであります。 

 本市観光の目玉となる記念館でありますが、予想

を超える来館者でスタートを切ったと思いますが、

その後、どのような状況にあるのかお伺いをいたし

ます。 

○観光交流課長（後潟正実君） 薩摩藩英国留学生

記念館の開館以降の来館者の推移と今後の集客の取

り組みについてであります。 

 来館者数につきましては、平成26年度が、開館し

た７月20日から３月31日までの約８カ月間で４万

8,213人でした。平成27年度が４万7,231人、平成28

年度が３万2,229人、平成29年度が２万2,560人、平

成30年度は、１月末現在でございますが、１万

8,000人で、開館以来16万8,232人の方々が訪れてい

ます。 

 しかしながら、年々減尐しているのが現状でござ

います。議員のお説のとおり、当初は施設の開館効

果から多くの来場者で賑わっておりましたが、最近

では、計画目標の年間２万3,000人前後で推移して

いるところでございます。 

○３番（松崎幹夫君） 今答弁いただきましたとお

り、全体で16万8,232人ということでございます。

開館から５年を迎えようとしておりますが、最初は

予想を超える来館者でスタートを切りました。２年

目も留学生渡欧150周年記念がありまして、ものす

ごい来館者をいただきました。16万のうち、２年間

で半分を超えたということでございます。 

 そういう部分では、その後だんだん尐なくなって

いく、平準化していくということでございますが、

記念館としての魅力を高めるために、減尐の動きに

歯どめをかけるために、どのような取り組みをして

いるかお伺いをいたします。 

○観光交流課長（後潟正実君） 来館者減に対する

対応策といたしましては、ゴールデンウイークや夏

休みなどの期間中、小中学生の観覧料無料期間を設

定したり、市内の小中学生の皆さんに総合学習の時

間を利用し、記念館で共同学習を行っていただいた

りしております。また、展示内容がマンネリ化しな

いような特別企画展を開催したり、総合観光案内所

など関係団体と連携する形で記念館内外を利用した

音楽イベントや講演会などを実施しながら誘客に努

めているところでございます。そのほか、旅行企画

会社等に向け、団体誘致のためのパンフレット等を

持ち込んでセールスを行っております。 

 なお、今後については、今までの取り組みに加え、

各方面に対し訪問活動等を計画しているところでご

ざいます。 

○３番（松崎幹夫君） 今答弁がありましたとおり、

この前教育長が言われました小中学生の総合学習の

時間を活用したいという思いから、今まさにそうい

う活動をしていただいております。ふるさと学習で

来た子どもたちが、今度はまた家族で記念館に来て

いただく、そういうリピーターとして引き込みがで

きたらという思いでもありますし、今言われました

マンネリ化しないという特別企画展、もうびっくり

するような企画展をしていただきたいというふうに

思っております。 

 そして、こうなってくれば、この５周年記念事業

というのが一番重要かなと、この流れを、だんだん

だんだん尐なくなってきているこの流れをとめるた

めにも、この５周年記念事業、来年度に向けての５

周年をどのような形で考えているかをお伺いいたし

ます。 

○観光交流課長（後潟正実君） 薩摩藩英国留学生

記念館は７月20日で開館５周年を迎えます。 

 記念館としましては、旅に出よう、外から見るこ

とから始まる新しい国づくりをテーマとして、記念

館総合プロデューサーや本市観光アドバイザーと連
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携を図りながら検討をしているところでございます。 

 予定としましては、４月の黎明祭を皮切りに、特

別企画展や記念館周辺の魅力を活用した歩く旅など、

年間を通して魅力的なイベントを開催し、誘客を図

りたいと考えております。 

○３番（松崎幹夫君） 私たちは、記念館ができた

ときから、常に地元を活用してくれという話を言っ

てきております。なぜそんなことを言うかといえば、

羽島にはいろいろな、観光船であったりマルシェで

あったり、ピザ窯もあります。そしてサンセットパ

ークもあります。そして、私たちがいつも平成元年

から開催しております黎明祭という大きな行事も持

っております。 

 そういういろんないいものがあるんですけれども、

これを活用した地域での観光政策について、今言わ

れたとおり、観光アドバイザーであったり総合プロ

デューサーと地域の連携を図ることが一番重要かな

と思っていますが、その観光アドバイザーであった

り総合プロデューサーと地域の連携を図るというこ

とはできないか、お伺いをいたします。 

○市長（田畑誠一君） 今、羽島地区にはマルシェ

であったり観光船であったりピザ窯であったり、そ

れから何よりも素晴らしい景観があると、そして地

域も一生懸命一体となって取り組んでいるというお

話をなさいました。 

 前、開館して１年ぐらいしたときだったんですけ

れども、ある30代半ばごろの御夫妻が記念館に来ら

れました。家族４人、小学校２年生ぐらいと保育園

児を連れてですね。そのとき、私は時間が空いてい

る限り記念館に行って、「いらっしゃいませ」と言

うふうに心がけておるのですが、そのとき、その来

られた家族の奥様がこんなことを言われました。

「市長さんですよね」と言われたから「はい」と言

ったら、「こんなこともなさるんですか」と言われ

たんですけれども。 

 次に、非常に興味ある話をされました。私は隣の

薩摩川内市出身で、薩摩川内市育ち、高等学校は川

内高校、それから大学ですね。今、日本一の楠があ

る蒲生町の人と結婚して、今は蒲生に住んでいます

と。それで、この記念館に家族で来ましたと。それ

で、大変失礼なことを申し上げますが、怒らないで、

何か参考にしていただいたらということで言わせて

くださいと言われたんですね。 

 まず、外観がレンガ造りでイギリスの中世期を思

わせるレトロなとっても品がいい、かっこいい、外

観のいいのに驚きましたというのが一つ。それから、

大変失礼な言い方ですが、地方である羽島でこれだ

けの資料がそろっているとは全く思っていませんで

したと、資料が実に豊富だと、内容が充実している

というのに、２番目に感心しましたと。それから三

つ目に、このことを特に言いたいと。私は薩摩川内

市生まれで薩摩川内市育ち、川内高校卒だけど、羽

島に来たことは一遍もなかったと。串木野の町には

何十回も来ています。初めて来て、こんなに景観が

素晴らしいところだったかと驚きました。新たな発

見をしました。これから何回も来るし、興味がある

し、まだあれ全部読みたいということでおっしゃら

れました。 

 地区全体の素晴らしい景観等を面と捉えて、例え

ば、荒川からのひのん坂の上から見る羽島の景観は

素晴らしいです。また、観光船から見る羽島も素晴

らしいです。とりわけ沖ノ島と羽島崎に夕日が沈む

ころは、写真家がいっぱい、御存じのとおり、写真

撮影に来ています。 

 ああいう夕日を見られるあんな素晴らしい光景、

神秘的と言えばいいんですかね、ああいうのを活か

した、何かね、歩こうとか、今朝ほど西別府議員が

スマートウェルネスシティということをおっしゃい

ましたが、まさにそのとおりだと思うんですけれど

も、そういったのを活かしたことはないのかな、素

晴らしい自然を活かした、そういったことを観光ア

ドバイザーや総合プロデューサーの皆さんと協議を

しながら、何よりも地域の皆さんの協力をいただい

て、議会の皆さんの今おっしゃいましたような御提

言やら含めて、観光振興策、市全体の観光振興策と

してこれからも捉えていきたいと考えております。 

○３番（松崎幹夫君） 市長に答弁いただきまして、

私たちは正直言って、人を呼ぶことについては素人

であります。ですから、そういう部分では、本当に

いろいろな行事をする中に、羽島というところはい
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ろいろな行事もやります。チャレンジします。それ

はもう市長が見てのとおりでございます。そういう

部分では一生懸命になってやりますので、ですから

そういうところに、今答えていただきましたとおり、

観光アドバイザーや総合プロデューサーの思いも聞

かせていただいて、そして観光交流課の皆さん方と

も話をして進めていきたいという思いであります。 

 羽島に一回も来たことのない方がものすごいとこ

ろだったという感動をいただいたという話も素晴ら

しいことで、そういう人たちが何人もできるように

我々が頑張っていかないといけないのかなという思

いであります。 

 次に、この前の県下一周駅伝のときに、私は金山

蔵の下で応援をいたしました。11時前ぐらいだった

と思いますが、金山蔵に既に４台の観光バスが来て

いました。そして、応援を済ませて帰る12時前まで

にまた３台入ってきました。７台の観光バスが金山

蔵のほうに来ました。 

 でも、それがどこに行ったかというのを私は見て

おりません。ですから、こういう記念館を盛り上げ

るためには、そういう団体のツアーも何とか呼び込

まないといけないんじゃないかなという思いであり

ますが、市内めぐりをしていただいて本市のアピー

ルにつながればという思いから、団体客のツアール

ートに取り入れることはできないか、お伺いをいた

します。 

○観光交流課長（後潟正実君） 団体ツアーとしま

しては、ＪＲ九州バスによる定期観光バスが鹿児島

中央駅から薩摩藩英国留学生記念館、薩摩金山蔵、

海鮮マグロ家、つけ揚げ工場、美山などをめぐるコ

ースで土日祝日に運行されているところであります。 

 また、福岡、関西、名古屋で行われる観光エージ

ェントを対象とした素材説明会にも参加し、団体ツ

アーに組み込んでもらえるよう取り組んでいるとこ

ろでございます。 

○３番（松崎幹夫君） ＪＲ九州バスでした、一台

は。ですから、そういう部分では、常に来ていると

いうことであるなら、なお一層記念館へも足を運ん

でもらえるような流れをつくっていただけたらなと

いう思いでありますし、県内県外のリピーターをつ

くることが大事であるという思いであります。真剣

に交渉に当たっていただきたいなという思いであり

ます。 

 次に入ります。インターネットによる情報発信に

もっと力を入れるべきではないかということで、Ｓ

ＮＳへの投稿などインターネットによる情報発信の

現状と取り組みについて伺います。 

○観光交流課長（後潟正実君） 薩摩藩英国留学生

記念館の誘客を図るために、インターネットによる

情報発信は必要不可欠であります。 

 記念館は開館以降、ホームページやフェイスブッ

クを開設し、特別企画展などの記念館に関する情報

とともに、地域の魅力やイベントなどについても情

報発信しているところでございます。また、過去に

開催したイベントの動画についてもインターネット

を通じて発信しております。 

 今後も、地域や団体、事業所等関係者の皆様と連

携を図りながら、効果的な情報発信に努めてまいり

たいと考えております。 

○３番（松崎幹夫君） いろいろな形で情報発信を

お願いしたいと。やっぱりインターネットによる情

報発信というのはものすごく強いなという思いがあ

りますので、それを見て来ていただくということも

本当に重要なのかなという思いがしております。 

 それと、この前、羽島観光船で海底の写真を撮っ

たりするインストラクターが羽島にいます。その方

が撮った写真を見せていただいたのですが、羽島崎

からすぐ沖にある、生きている海の妖精、ウミウシ

であります。その写真が、私は感動でありました。

ものすごい種類のウミウシで、色とりどりで、本当

にきれいです。ですから、こういうのを記念館に展

示してアピールできないのかなと。私はその子にも

会って、別な人から見せてもらったものですから、

その人に会ったときに、その人いわく、まだすごい

ですよという話をされました。ですから、この羽島

の海を、本当の羽島の魅力を引き立たせてくれるウ

ミウシであるというふうにも思いますので、今度見

てください。ここで見せますとは言えませんが、見

てください。最高であります。そういうのをまた展

示することが人を呼んで、また変わってくることじ
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ゃないかなと思います。 

 そして、この記念館ができたときの目標、２万

3,000人であります。今がその２万3,000人になって

きています。まだ５年目です。最初に開館したころ、

20年後、30年後にもみんなが集まる館であるという

話をしていました。まだ５年です。そういう部分で

は、多くの皆様方に来ていただける取り組みと関係

団体の連携というのが重要かなと思っていますので、

そういう部分を担当課だけでなく、全庁舎上げて取

り組んでいけたらと思います。この項は終わります。 

 次に、３番目のがん検診受診率向上策についてで

あります。 

 複合検診を行っておりますが、前回12月議会で同

僚議員ががん検診について質問をいたしました。私

は、受診率向上策についてお伺いをいたします。 

 日本人の死因第１位はがんであります。本市平成

28年に五大がんである胃がん、大腸がん、肺がん、

子宮がん、乳がんでの死亡者数というのは48名とい

うことでありました。検診の診断結果でがんと報告

を受ければ、人は本当に落ち込んでしまいます。し

かし、がんは早期発見、早期治療で治る病気といわ

れております。 

 本市で複合検診を行っておりますが、その取り組

みについてお伺いをいたします。 

○健康増進課長（若松友子君） 複合がん検診は、

胃、肺、大腸がん及び腹部超音波の五つの検診を同

時に受診できる体制を確保して、市民の方が半日で

全ての検診が終えられるよう、利便性に配慮した検

診であります。 

 平成27年度までは肺がん検診を別日程として各交

流センター卖位で開催しておりましたが、特に平日

勤務される方から、検診のための休暇が確保しにく

いという声を受けて、平成28年度から総合体育館と

いちきアクアホールに集約して複合がん検診を実施

しているものです。これに伴い、高齢者から検診会

場への交通手段がないとの意見があったことから、

平成29年度は無料送迎バスを運行したところ、土日

を含め５日間の運行で51人の乗車がありました。 

 受診率向上のため、平成28年度から複合検診によ

る会場の集約や送迎等、市民の皆様に御協力をいた

だき試行錯誤してまいりましたが、受診者数につい

てはそれぞれの検診で増減はあるものの、大きな変

動はない状況となっております。 

 このため、これらの取り組みを検証し、さらなる

受診率向上と、受診者の方々の利便性を向上させる

ため、今年度からは、検診実施機関の協力のもと複

合がん検診に日時指定方式を完全導入し、検診の待

ち時間短縮を図ったところでございます。 

○３番（松崎幹夫君） 今ありましたとおり、以前

は各交流センター卖位での開催であったりとか、検

診会場まで無料バスの運行をしたりとか、そういう

ことで受診率アップに試行錯誤してきたということ

でございました。本年度、日時指定方式を完全導入

し、検診の待ち時間短縮を図ったと。そういう部分

では、検診会場を集約したことによって地区によっ

てはばらつきが出ているのではないかということで

ございますが、地区別の受診率についてお伺いをい

たします。 

○健康増進課長（若松友子君） 複合がん検診を一

会場に集約する前の平成27年度と、今年度の受診率

を比較すると、全体で胃、肺、腹部超音波検診、全

ての検診で増加しており、増加率と増加人数は胃が

んで0.53％の73人、肺がんで0.94％の130人、腹部

超音波で2.15％の372人となっております。 

 これを減尐した地区別で見てまいりますと、平成

27年度より減尐した地区は、胃がんで16地区中４地

区、肺がんで３地区、腹部超音波検診で３地区とな

っております。 

○３番（松崎幹夫君） 私の思いとしては、ここは

本当なら数値が下がっていてほしかったんですが、

全てにおいて増加しているということであります。

取り組みがよかったということでありますが、一会

場での取り組みで全体的に受診率が上がったことは

大変いいことでありますが、地区別では尐々下がっ

た。尐々ではありますけれども、減尐した地区もあ

ります。 

 会場を集約したことによる市民の反応というのは

いかがか、お伺いいたします。 

○健康増進課長（若松友子君） 複合がん検診は、

検診を効率的に実施するため、最大で検診車７台を
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配置することから、検診を安全に実施するために広

い駐車スペースが確保できる総合体育館とアクアホ

ールを使用しております。 

 先ほど、地区別受診率の際も申し上げましたが、

会場集約による受診率の低下は見られていないとこ

ろで、また、今年度導入した日時指定方式により、

日時変更も電話で簡卖にでき、待ち時間の短縮がこ

れまで以上に図られていることから、受診率が向上

しており、受診者からは好評を得ているところでご

ざいます。 

○３番（松崎幹夫君） 会場のスペースの広いとこ

ろでないとできないということと、日時指定方式が、

結果として大いによかったということで好評である

ということであります。 

 もう一つ、昨年度から、以前は検体を検診会場で

回収をしていた大腸がん検診が郵送方式ということ

になっておりますが、その成果についてもお伺いを

いたしたいと思います。 

○健康増進課長（若松友子君） これまで、大腸が

ん検診は、決められた検診日に検体を回収すること

から、体調によっては検体が検出できないなど、市

民の方々に御不便をかけておりました。 

 このため、平成29年度から、御自分で検体を郵送

するなどの、手間はかかるものの体調の都合に合わ

せて提出しやすいよう、提出期間を１カ月とした郵

送検診を、九州では一カ所となる熊本県の医療機関

に委託し実施したところであります。郵送で実施す

るため、検体に影響を及ばさない寒い時期での実施

となりますが、受診者数は今年度郵送検診実施前の

平成28年度と比較して470人ほど増加しております。 

○３番（松崎幹夫君） 郵送検診がものすごくよか

ったという、470人も増えたと、自分の時間帯でで

きるということで大変大きな増になったと思ってお

ります。 

 大腸がん検診に郵送方式を導入するなど受診者の

利便性向上を図っているし、日時指定方式を導入し

受診者も増えたということでありますが、やはり地

方の高齢者からは交通手段などで身近な場所での受

診をお願いしたいという要望がございます。そうい

う部分では、以前のように交流センター卖位での検

診の対応ができないかお伺いをいたします。 

○健康増進課長（若松友子君） 会場への交通手段

につきましては、今年度から検診に日時指定方式を

導入したことにより、地区卖位での送迎バスを運行

することが困難となっております。このため、自家

用車や公共のバス等の利用をお願いしているところ

であります。 

 また、各交流センターでは、検診バスの駐車スペ

ースと市民の駐車場を確保するには広さが足りない

ことや、問診を行う際プライバシーを確保するため

の十分な会場の広さを確保することが困難な点から、

複合検診での実施は難しいと考えております。 

○３番（松崎幹夫君） 私も血圧がちょっと高くて

病院に行ったときに、そこの場で３人の方に言われ

ました。近くじゃでけんとなと。そういう話をされ

たときに、やっぱりこの質問をせないかんねという

思いで今日に至ったのですが、確実に受診率アップ

であって、健康増進課の取り組みに敬意を表したい

なという思いであります。 

 がん検診受診率向上は、市民の健康を守るため非

常に重要であり、日時指定方式など時間短縮等を図

っているが、会場に遠い方々が交通手段がなくて断

念する方を容易に診断できれば率がアップされるが、

そういう部分で最善策の取り組みは何かないかお伺

いをいたします。 

○健康増進課長（若松友子君） 市が実施する集団

検診は多くの市民を対象とするため、できるだけ短

時間で効率的かつ安全正確な検診が行われるよう、

検診機関と一体となって実施する必要があると考え

ております。 

 現在、指定管理者の協力を得て、特別に開場時間

を１時間繰り上げていただいております。また、今

年度導入した日時指定方式と大腸がんの郵送検診は、

これまでの実施方法を検証した結果、現時点で最善

の方法であると考えております。 

 しかしながら、交通手段等にまだ課題があります

ので、受診しやすい環境づくりをさらに検証し、受

診率向上を目指してまいりますので、御理解いただ

きたいと考えております。 

○３番（松崎幹夫君） 今言われましたとおり、日
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時指定方式と大腸がん郵送検診が最善の方法として

受診率アップになっているということでありました。 

 やっぱり今後は交通手段だというふうに思います。

交通手段がない方には、一緒に来られる人たちと声

をかけあって、同じ時間帯での予約をとっていただ

くこともアップにつながる方法じゃないかなという

ことと、やっぱり一番思ったのは、まちづくり協議

会と検討していただいて、コミュニティ自動車によ

る送迎ができたら、またこれもアップにつながるん

じゃないかなと思っております。 

 もう一つ、私が地区別の受診率を聞いたのは、特

定検診によります受診率アップに地区別の補助が出

るように、この複合がん検診も補助対象にできたら

受診率アップにならないかなという思いでのことで

ありますが、市長にお伺いをいたしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） がん検診の受診率向上を図

ることは、市民の健康を維持する上で大変重要なこ

とであります。松崎議員がお述べになられましたと

おり、誰でもがんを宣告されますと落ち込んでしま

います。その後の暮らしが大変であるわけでありま

すけれども、しかし、言われましたとおり、早期発

見ならかなり高い比率で守ることができます。そう

いった面で受診は非常に大事だと思っております。 

 その点、ずっとお述べなっておられますが、そこ

で、特定検診受診率アップ事業交付金に準じたがん

検診の交付金制度の創設につきましては、受診対象

者に事業所検診等を受診される方なども含まれてお

られます。交付金の対象とする人数などを把握する

ことなど、困難な面がまだまだたくさんあると思い

ますので、今後十分に検討してまいりたいと考えて

おります。 

○３番（松崎幹夫君） 受診率アップを願ってのこ

とで質問をいたしました。検討していただきたいと

思います。 

 健康増進課の毎年の取り組みが功を奏してアップ

になっております。まだまだ他市の取り組みも検討

し、交通手段もまちづくり協議会と連携をとって、

そして、一番思うのは、若年層の受診率アップにも

広報等で積極的なアピールをしていただきたいとい

う思いと、がん検診に来ない方、俺は元気じゃとい

う方などは一番危ないのかなという思いから、がん

検診等に参加しない方々への声かけなどをお願いし

て、私の一般質問を終わります。 

○議長（平石耕二君） 次に、東育代議員の発言を

許します。 

   ［10番東 育代君登壇］ 

○10番（東 育代君） 皆様、こんにちは。昨年３

月２日、ちょうど１年前に、東京都目黒区で５歳の

女の子が両親から虐待を受けて亡くなりました。

「もうおねがい、ゆるして」と書かれたノートが見

つかったとニュースがありました。 

 年が明けて１月24日には、千葉県野田市の小学４

年生が自宅浴室で死亡し、両親が逮捕される事件が

ありました。この児童虐待のニュース報道にとても

胸が痛くなりました。 

 本市でも、２月18日に４歳女の子への傷害容疑で

母が逮捕、全身に傷跡が100カ所とありました。２

月26日には８歳の女の子にけが容疑、母逮捕とあり、

どういうことなのか、何が起きたのか、とにかくび

っくりいたしました。 

 暴力、虐待はいかなる理由があるにせよ絶対にあ

ってはなりません。特に児童虐待は許されるもので

はないです。 

 国連の指摘を受けて、政府は児童虐待防止法や児

童福祉法の改正案で保護者による体罰禁止を明記し、

児童相談所の機能も強化すると今国会で成立を目指

しているようですが、本当に防げるのか、実効性の

確保が課題となるようです。 

 今回の本市での児童虐待にしましても、なぜもう

尐し早くに対応できなかったのか。早い時点で通報

があったにもかかわらず、市の支援体制は十分だっ

たのかと思う一方、最悪のケースにならなくてよか

ったなと思っているところでございます。 

 いちき串木野市人権教育啓発基本計画に本市の状

況が記してあります。 

 総合計画においても、一人ひとりの人権が尊重さ

れる社会づくりを重要な施策の一つと位置づけ、平

成20年度に男女共同参画基本計画を策定し、平成25

年にはＤＶ関連施策を盛り込んで基本計画を改定し

ましたとあります。 
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 そこで、虐待防止について伺います。本市におけ

るＤＶの現状と取り組みについてお聞きいたします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 東育代議員の御質問にお答

えいたします。 

 本市では、平成22年に配偶者等から暴力、いわゆ

るＤＶの防止及びその被害者の保護に関し、庁内の

関係課が相互に連携し、ＤＶの被害者への的確な支

援を行うため、関係課による配偶者等からの暴力対

策庁内会議を設置しております。 

 対応としましては、相談に応じて、まずはケース

検討会議を行い、相談の中でも緊急性が高い場合は

県や警察などの関係機関との連携を十分に行い、被

害者の安全確保を第一に対応するとともに、被害者

がその後安心して過ごすために必要な環境づくりや

専門家へつなぐなどの助言に取り組んでおります。 

 また、ＤＶ防止対策としましては、暴力は許さな

いという意識を社会全体で共有することが大切であ

り、ＤＶについてさまざまな広報や講座等により啓

発に取り組んでいるところであります。 

○10番（東 育代君） 今、市長から答弁をいただ

きました。広報啓発にも取り組んでいるということ

でございます。 

 そこで尐しお伺いいたします。配偶者やパートナ

ーから受ける暴力、ＤＶですが、被害者の多くは女

性です。これは男女の固定的な役割分担や経済力の

差などから、女性を対等なパートナーと見ない女性

差別の意識が背景にあると言われております。私の

周りでもそうですが、女性の意識が低いことも要因

の一つにあるように思っております。市も担当課を

中心に男女共同参画社会の実現に向けた講演会やチ

ラシの配布、ソロプチミストの方々と一緒になった

取り組みをなさっていることは承知しております。 

 最近のＤＶにおける相談件数と推移についてお聞

きいたします。 

○政策課長（北山 修君） ＤＶの相談件数につい

てでございます。 

 新規または継続案件を合わせまして、平成26年度

が２件、平成27年度が５件、同じく28年度が５件、

29年度が６件となっております。また、今年度は、

１月末現在でありますが、11件であります。そのう

ち新規相談件数が８件、昨年度からの継続案件が３

件となっております。 

 このように相談件数が増加傾向となっているのは、

ＤＶに対する認知が広がり、ＤＶ被害者が声を出し

て相談できるようになったことが要因ではないかと

考えているところでございます。 

○10番（東 育代君） 今、課長から御答弁いただ

きました。 

 年々増えているということで、現在、１月末で11

件ということですね。新規が８件と継続が３件とい

うことであります。 

 ＤＶには、殴る蹴るなどの身体的虐待、大声でど

なるなどの精神的、社会的虐待、生活費などを渡さ

ないといった経済的虐待があります。 

 男性が殴るのは女性にそれなりの原因があるから

だとか、夫が妻に暴力を振るうのはある程度仕方が

ないなどの考え方、また、男女の固定的な役割分担、

経済力の差などから女性を対等なパートナートと見

ない女性差別の意識があることなどからＤＶが起こ

ると言われております。 

 支援を必要とする人が気軽に相談できるような相

談窓口の整備も必要になると思います。市にはＤＶ

被害相談窓口が設置されておりますが、直接窓口に

相談に見えるケースがあるのでしょうか。窓口での

対応件数についてお伺いいたします。 

○政策課長（北山 修君） 相談の形態についてで

ございます。 

 今年度新規の相談件数、先ほど８件と申しました

が、この中で直接、相談窓口、政策課のほうに来ら

れたのは１件でございます。そのほか、電話での相

談２件、あるいは市役所のほうの１階の福祉課とか

健康増進課、あるいは市民課の窓口に来られて、政

策課のほうに来られるというものが５件でございま

す。 

○10番（東 育代君） 今、相談窓口というのがき

ちっとあるのに、そこに来て相談対応されたのは１

件ということでございました。 

 男女共同基本計画、この30年から34年度版の重点
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６には、男女の人権を侵害するあらゆる暴力の根絶

があります。 

 その中に、全ての暴力はその対象の性別や年齢、

加害者と被害者との間柄を問わず、決して許される

ものではありません。セクハラやＤＶ、児童虐待や

性暴力などのあらゆる暴力は重大な人権侵害である

と同時に、男女共同参画社会の形成を阻害する大き

な要因となっております。 

 特に女性はさまざまな暴力の被害になりやすい傾

向があって、本市でも市民意識調査によると２割の

女性がＤＶを受けた経験があり、そのうち半数以上

の人がどこにも相談していない状況にありました。 

 そのため相談窓口の充実と暴力の根絶のための啓

発、暴力の防止、救済に向けた取り組みの充実が必

要ですとあります。 

 相談窓口の設置場所について、ベストと思われま

すか。相談窓口の設置場所、窓口での対応について

検証されたことがありますか。お伺いいたします。 

○政策課長（北山 修君） ＤＶの相談窓口のこと

でございますが、相談の内容等から直接政策課のほ

うへお越しになられる方、気が引ける方が多いよう

でありまして、その場合は、電話相談があった場合

は串木野健康増進センターのほうでお会いするとか、

そのほか相談者の方が相談しやすい場所、そちらの

ほうに相談員のほうが赴きまして、お話を聞いてい

るところでございます。中には、健康診断などの面

談の中でも相談につながるケースもございます。 

 相談窓口については、今、政策課のほうで、この

ＤＶ相談については実施しております。今後も相談

がしやすい環境づくりについて研究してまいりたい

と思います。 

○10番（東 育代君） この男女共同基本計画の中

にもきちんと相談しやすい場所の取り組み、それか

ら、救済場所のと書いてありますので、相談窓口の

設置場所とかについて、もう１回検証されていただ

きたいなと思っております。ＤＶ根絶に向けた取り

組みについては、支援を必要とする方々の目線での

相談窓口であったり、相談体制の重要性を感じてお

ります。いま一度検討してほしいと思っております。 

 次の質問に移ります。 

 児童虐待防止のための子ども家庭総合支援拠点の

設置についてということでお伺いいたします。 

 この件については、先ほども同僚議員から質問が

ありました。重複いたしますが、まず初めに本市に

おける児童虐待の相談件数について再度お聞きいた

します。また、過去数年の推移について、あわせて

お答えください。 

○福祉課長（立野美恵子君） 児童虐待の相談件数

についてでありますが、中村敏彦議員の質問でも答

弁いたしました。 

 市に寄せられた18歳未満の児童虐待の相談件数は、

平成28年度は延べ120件、実人数18人。平成29年度

は延べ78件、実人数18人であり、平成30年度は平成

31年２月25日現在で延べ65件で実人数20人でありま

した。 

○10番（東 育代君） 先ほど同僚議員の答弁と同

じです。その中で認定とされたのが、先ほどの答弁

では、28年が４件、29年が３件、30年が４件という

ことでございましたね。児童相談所への相談は増加

しており、配偶者は直接警察への通報が多いという

ふうに先ほど答弁があったかと思っております。 

 昨年３月２日に５歳の女の子が両親から虐待を受

けて亡くなりました。１月24日には小学４年生が自

宅浴室で虐待を受けたという事件がありました。

「お父さんから暴力を受けています。先生、どうに

かなりませんか」と学校の先生に訴えていました。 

 本市でも２件の事件がございました。担当課が通

報を受けて対応をされていたようですが、他の機関

との情報共有についてはいかがだったのでしょうか。

担当地域の民生委員、児童委員さんとの連携はどう

だったのか。また、社会教育課の家庭教育支援事業

の中で長子家庭の訪問活動がありますが、情報の共

有はあったのでしょうか。保育園等との連携はどう

だったのか。大きな枠組みの中で対応ができていた

としたら、小さな気づきがあったかもしれないと思

われます。 

 今回のケースについて、市はどのように対応され

たのでしょうか。お聞きいたします。 

○福祉課長（立野美恵子君） 今御質問の民生委員、

児童委員との連携については、民生委員、児童委員
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は本市に91名おり、うち６名が主任児童委員であり

ます。 

 児童虐待に関しては、地域の実情を最もよく知る

地域の目として、発生の予防、早期発見につながる

情報提供及び再発防止における見守りと困り事への

相談対応に協力していただいております。 

 児童委員、民生委員は要保護児童対策地域協議会

の構成員として、全体的な情報共有は行っておりま

すが、個別については、ケースに応じて連携してい

るところであります。 

 また、保育所等では登園時の健康観察、児童の表

情や言動の観察を行いながら見守っております。欠

席した場合には必ず保護者に電話連絡をし、確認を

行っております。また、保護者に対して家庭内の心

配事や児童の相談を聞く機会を設けているところで

あります。 

 このような観察、相談の中で児童虐待と思われる

ようなことがありましたら、市福祉課や関係機関へ

連絡をしていただき、情報の連携を図っているとこ

ろであります。 

 今回の対応につきましては、他の部署や関係機関

と連携をとりながら、その都度、そのときの状況や

児童相談所、関係機関などと緊急性や危険性を判断

し、支援方法を決めて対応してまいったところであ

ります。 

○10番（東 育代君） 今、課長から縷々説明を受

けたんですが、私は主任児童委員さんとか、いろい

ろ答弁いただいたんですが、例えばその担当地域が

ありますよね、民生委員さん。その担当地域の民生

委員、児童委員さんとの連携はどうだったんですか

ということをお聞きしているところです。 

 また、今回最初の１月、２月18日の件では、早く

から情報が入っていたわけですよね。100カ所以上

ということで新聞等の報道があったんですが、保育

園との連携、ここら辺でもう尐し情報の共有ができ

ていたら、警察が入り込むような事案になる前に対

処できなかったのかなという思いがして、ちょっと

お聞きしているところです。 

○福祉課長（立野美恵子君） 民生委員さんとの連

携については、個別のケースでありますので、１件

は対応ができていまして、１件は対応ができていま

せんでした。 

 また、保育園については、虐待が疑われる子ども

については、情報提供をいつも求めておりまして、

今回のケースについても、常時何かあれば連絡をも

らえる態勢はとっておりました。 

○10番（東 育代君） この件については、細かい

ところは警察が今入っておりますのでこの辺で終え

ますが、社会教育課の長子家庭の訪問活動もありま

すよね。家庭教育支援事業の30年度の取り組みの報

告によりますと、長子家庭訪問のうちに串木野小学

校の２年生長子68名中、面談率は94％だったと。市

来小学校２年生、長子家庭の訪問では28名中75％の

面談ができたとお聞きしております。 

 今回の２件の家庭も対象となっていたわけですが、

いかがだったのでしょうか。面談についてお聞きし

ます。 

○社会教育課長（梅北成文君） 家庭教育支援事業

の家庭訪問についてということでございますが、家

庭教育支援事業におきましては、家庭教育支援チー

ムのメンバーが市内の公立小学校全てを対象に、初

めて小学校に入学するお子さんのいる家庭を訪問し

ております。 

 家庭訪問は１年時に３回実施し、保護者の子育て

に関する戸惑いや不安、心配事を気軽に相談できる

機会をつくり、必要に応じて専門機関への橋渡しを

行い、一人で子育ての悩みを抱え込まないように保

護者を支援しているところでございます。 

 １年時に年３回とも会えなかった家庭は福祉課や

学校に連絡するとともに、２年時に再度訪問をして

おります。 

 29年度の１年生長子家庭に対する２年時の再訪問

も含めた４回の訪問では、対象家庭134件のうち121

件の保護者に会うことができ、面談率は90％であり

ました。 

 家庭訪問で確認した家庭状況は学校に報告し、情

報を共有するとともにスクールソーシャルワーカー

と福祉課との会合も年２回実施をしているところで

ございます。 

 ２件の御家庭につきましては、１件は１年時の３
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回の家庭訪問で１回の面談ができております。もう

１件は、１年時に３回、２年時に１回家庭訪問を行

っておりますが、保護者との面談はできませんでし

た。面談できていないときは訪問名刺カードをポス

トに投函しているところでございます。このことに

ついては、２年時の当初に３回とも面談できなかっ

たことを学校にも伝えております。また、学校から

は学校生活では特段問題がないという情報を共有し

ているところでございます。 

○10番（東 育代君） 今、課長のほうから答弁を

いただきました。 

 この１年時に１回、２年時では面談はできなかっ

たいうことですよね、１件はね。そして、もう１件

では、１年時も２年時も面談できなかったというこ

とですよね。 

 私はやはり、この長子家庭訪問というのはとても

いい制度だと思っているんです。保護者の方も気軽

に相談ができる体制、お声かけであって、とても喜

ばれていると思うんですね。なぜ今回こういうこと

を言ったかというと、やっぱり情報を持って面談を

した場合には、何にもなくての面談とはちょっと対

応の仕方も変わってくるのかなと。 

 もちろん個人情報とか守秘義務とか、いろいろ難

しいことはあると思うんです。でも、せっかくこう

いう制度で、誰にでも会えるような取り組みがあっ

て、気軽に長子家庭の訪問の取り組みの中で、３名

ですかね、５名ですかね、先生方が訪問されて行か

れる、同じような年代の子どもさんを持ったお母さ

んたちが行かれたりとか、先輩のお母さん方が行か

れたりとか、気軽に対応してもらえる体制で、非常

にいい取り組みなのに、そういう家庭に入り込める

取り組みがあるのであれば、やはり尐し情報があっ

てから行くと、また、顔色の一つ、表情の一つで、

何かないですかと声かけができたかもしれないなと

いう思いがしているところです。 

 今回のケース、１組については面談もできなかっ

たということですけれども、やっぱりこの漏れたと

ころが問題だということが今回浮き彫りになったと

思うんですね。行ってすぐに会えるところは問題な

いんです。ＰＴＡもそうですが、やはり漏れたとこ

ろに対する今後の課題について、しっかりと検討し

ていただきたいなという思いがして、今回あえてこ

このところを取り上げましたので、またいろいろと

課内で検討していただきたいなという思いがしてお

ります。 

 もう尐しお聞きいたします。 

 子ども家庭総合支援拠点は、子育て中の家庭の支

援をしながら虐待情報も収集、自治体の他の部署に

入った情報も集約し、児童相談所などとの連携調整

も担うとあります。 

 16年の児童福祉法の改正で努力義務として自治体

に整備が求められておりましたが、設置されている

ところは尐ないとあります。本市はどうだったので

しょうか。 

 東京都での虐待事件を受けて、虐待防止のための

体制強化プランを議論し、2022年度までに支援が必

要な家庭からの相談対応や虐待情報の収集に当たる

子ども家庭総合支援拠点を全国の市町村に設置する

ことを決めたと12月19日の新聞記事がありました。 

 子ども家庭総合支援拠点への取り組みについて、

本市の考え方をお聞きいたします。 

○福祉課長（立野美恵子君） 子ども家庭総合支援

拠点については、国の児童虐待防止対策総合強化プ

ランに基づき2022年までに全市町村への設置を目指

すとされております。 

 本市においては、現在のところ、まだ具体的に取

り組んでおりませんが、市の実情を踏まえて、今後

検討してまいりたいと思っております。 

○10番（東 育代君） 具体的に取り組んでいない

ということで、今後検討していくということでした。 

 これまでに私は幾度となく子育て支援センターが

もう１カ所必要ではないかと要望してまいりました。

市来地域に検討中という答弁を受けていますが、31

年度の当初予算にも何もありません。経済が優先し、

子育て環境の整備がおくれているのは国も市も同じ

ように思います。 

 女性たちは仕事、家事、育児と時間に追われ、余

裕のない生活を強いられております。ストレスを抱

え孤立した母親が児童虐待に至るというケースもあ

るようです。 
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 どのような形であれ、虐待は絶対に許されること

ではありません。本市で起きた今回の事件について、

虐待情報が早くに寄せられていたのに、もう尐し早

く対応ができなかったのかなと残念に思います。適

切に対処できていたとしたら、苦しむ人も最小限に

抑えられたのではと悔やまれます。 

 子ども家庭総合支援拠点は、子育て中の家庭の支

援をしながら虐待情報も収集とあります。このよう

に包括的に対応できるような体制づくりが必要であ

ると思います。 

 市来地域に検討中とお聞きしております子育て支

援センターが子ども家庭総合支援拠点の機能も備え

た施設となることを期待しているところですが、子

育て支援センターの建設の見通しはいかがでしょう

か。 

○福祉課長（立野美恵子君） 子育て支援センター

については、現在のところ、いつ、どこでというと

ころまではまだ決まっていない状況であります。 

○10番（東 育代君） 全く決まっていないという

ことで非常に残念なことであります。前回の答弁で

は、市来地域に検討中という答弁をいただいておる

んですが、今課長の答弁の中には決まっていないと。

どうなっているのかなと非常に残念です。 

 ３月１日の新聞で高齢化率が載っておりました。

薩摩川内市は31.4％、日置市が34.2％、本市は

35.5％です。 

 日置市には合併と同時に４カ所の子育て支援セン

ターができております。薩摩川内市にはファミリー

サポートセンターがあって、その中でさまざまな子

育て支援が行われております。非常に残念な思いが

しております。 

 平成29年３月31日付での厚労省から示されたこの

子ども家庭総合支援拠点の設置運営についての通知

文書を読みました。 

 市区町村は子ども家庭総合支援拠点の設置運営要

綱の趣旨目的に、市区町村は全ての子どもの権利を

擁護するために子どもの最も身近な場所における子

どもの福祉に関する支援等に係る業務を行うことが

役割、責務とされていることを踏まえ、子どもとそ

の家庭及び妊産婦等を対象に実情の把握、子どもに

関する相談全般から通所在宅支援を中心とした、よ

り専門的な相談対応や必要な調査訪問による継続的

なソーシャルワーク業務までを行うことが求められ

ております。このため市区町村は地域のソリュース

や必要なサービスを有機的につないでいくソーシャ

ルワークを中心とした機能を持つ拠点の設置に努め

るものとするとあります。 

 子ども家庭総合支援拠点設置について再度お聞き

いたします。 

○福祉課長（立野美恵子君） 子ども家庭総合支援

拠点については、児童虐待防止総合強化プランの中

でも市町村に設置を目指すとなっておりますが、本

市の今の段階では、市の実情を踏まえて、今後検討

してまいりたいと思っております。 

○10番（東 育代君） これ以上の答弁は出ないと

思うんですが、市の実情を踏まえ検討、市の実情が

今非常にいろんな事案が出てるじゃないですか。早

期に検討していただきたいなと思っております。 

 子ども・子育て支援事業計画策定の趣旨には、住

民・地域・企業・行政が共同で市全体で子ども・子

育てを支え、子どもの最善の利益を原則に、子ども

が健やかに成長することができる社会の実現を目指

すとの考えを基本に、子どもの育ちを支える環境を

整備し、地域社会の中で子どもが健やかに成長して

いける環境をつくり出すことを目的とするとありま

す。 

 子育て支援は地域との連携も重要です。同僚議員

の児童虐待の質問に対して、地域と一緒になって取

り組むと答弁がありました。まちづくり協議会や女

性連では地域ぐるみでの子育て支援に取り組んでい

ますが、未加入者の対応や公民館行事への積極的な

呼びかけなど、いま一度立ちどまって、まちづくり

の原点に戻る必要があるように思っているところで

す。 

 子どもは未来の宝と市長も常日ごろお話をなさっ

ております。支援拠点は子育て中の家庭に支援をし

ながら、虐待情報も収集、自治体のほかの部署に入

った情報も集約し、児童相談所などとの連携調整も

担うとあります。育児不安を抱えた人たちのシェル

ターの役割も兼ね備えた拠点であると私は思ってお
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ります。子育て支援が後回しにならないように、早

急な子ども家庭総合支援拠点の取り組みを切望して

いるところでございます。 

 次の質問に移ります。 

 高齢者及び障がい者の虐待防止についてお聞きし

ます。 

 高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法等々の法整

備がなされております。そこでまず、県内の高齢者

の虐待の現状を見ますと、身体的虐待が33％、心理

的虐待が28％、経済的虐待が23％、介護等の放棄

16％とあります。また、被害者の約８割が女性とあ

ります。あわせて年齢では８割が75歳以上とあり、

約６割が子どもからの虐待とあります。障害者防止

法では、養護者による障がい者虐待、あるいは障が

い者福祉施設従事者等によるもの、障がい者による

障害者虐待と３種類の障がい者虐待があるようです。

県内でもさまざまな養護者による虐待、あるいは通

報が寄せられております。 

 本市の高齢者、障がい者虐待の現状と虐待防止へ

の取り組みについてお伺いします。 

○健康増進課長（若松友子君） 高齢者や障がい者

への虐待についてであります。 

 本年２月25日までに地域包括支援センターで行っ

た総合相談には延べ662件の相談が寄せられ、うち

３件が高齢者に係る虐待ではないかという案件であ

りましたので調査しました結果、１件が虐待と認定

されたところでありますが、関係機関と連携して対

応に当たり、既に虐待状態は解消されております。 

 また、障がい者については、障がい者等基幹相談

支援センターにおいて、同じく２月25日末現在で延

べ301件の相談があり、うち１件が虐待の疑われる

案件でしたが、調査の結果、虐待の事実は確認され

ませんでした。 

 取り組みにつきましては、高齢者実態把握事業に

おきまして、独居老人や高齢者夫婦世帯等に対し状

況確認等のための戸別訪問を実施し、今年度は１月

末現在、延べ2,666件の訪問を行っております。こ

の訪問結果をもとに、虐待のおそれを含む気になる

世帯については、関係課、在宅介護支援センターが

情報共有を図るため、毎月１回の卖位で検討会を開

催し、必要なサービスにつなぐほか、見守りのため

継続して訪問するなどの支援をしております。 

 今後も関係施設等や民生委員等から情報提供の協

力をいただくとともに高齢者や障がい者に係る虐待

のおそれがある相談、通報があった場合、引き続き

迅速な対応に心がけ、警察等の関係機関と情報共有

及び対策について連携を図ってまいります。 

○10番（東 育代君） 高齢者及び障がい者の虐待

防止については、いろんな機関と連携をとって進め

られているということであります。 

 介護分野をめぐっては、鹿屋市の住宅型有料老人

ホームの風の舞でも事件がありました。福祉や医療

サービスを同じグループ内でと利用者の囲い込みも

あるようです。また、霧島市のデイサービス事業者

の介護報酬の不正請求の事件もありました。 

 本市における要介護施設従事者等においてはどの

ような状況なのか。また、第三者機関等のチェック

体制は機能しているのか伺います。 

○健康増進課長（若松友子君） 介護施設等に係る

チェック体制についてであります。 

 本市が指定権限を有する施設は、グループホーム

などの地域密着型サービス事業所と居宅介護支援事

業所であります。 

 これらの施設については、３年に１度市職員が実

際に事業所を訪問して行う実地指導の際、実際にケ

アを行う職員への研修状況、また、苦情の記録や身

体拘束の有無等を確認しており、これまで虐待は確

認しておりません。 

 このほか、事業所内で発生した転倒などの事故の

際は電話連絡及び報告書の提出をしていただいてお

り、間接的でありますが、虐待防止につながる対策

であると思っております。 

 また、地域密着型サービス事業所には家族や地域

住民、市職員等を構成員とする運営推進会議で活動

状況を報告し、会議での要望、助言を聞くことや会

議の内容を公表することとなっていることも虐待抑

止の一翼となっていると思っております。 

 風の舞等の施設の第三者機関による取り組みの話

でございますが、本市では県の指定権限である特別

養護老人ホームや介護老人保健施設も含め、デイサ
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ービスやグループホーム等の22事業所には介護相談

員派遣事業により毎月第三者である介護相談員が施

設に立ち入っているところであります。 

 また、介護サービス等に係る苦情等につきまして

は、市や国保連合会も窓口となり対応をしていると

ころであります。 

 本市には風の舞に類する施設は３事業所あります。

こうした施設では、利用者等の相談や苦情解決のた

めに市職員や民生委員、自治公民館長で構成する第

三者委員会を開催する施設や苦情受付の目安箱を設

置されている、そのようなことで対応されている施

設もあると聞いております。 

○10番（東 育代君） 本市では余りこのような苦

情は受けていないという御答弁がありました。介護

相談員の方々が毎月施設に訪問して、いろんな情報

を収集しているということでしたので、引き続き本

市からこのような事件がないようにチェック体制を

きちっとしていただきたいと思うところです。 

 成年後見人制度の活用についてお聞きいたします。 

 誰もが安心して暮らせる社会をつくりましょうと、

高齢者、障がい者への虐待防止の取り組みもありま

す。また、成年後見制度の活用も進められておりま

すが、現状はいかがでしょうか。 

○健康増進課長（若松友子君） 包括支援センター

で受けた高齢者の成年後見に関する相談は、今年度

は５件受けております。いずれも家族がいらっしゃ

るケースだったため、成年後見手続の代行等につい

て、司法書士さんを仲介しているところでございま

す。 

 成年後見制度については、制度概要等について出

前講座を実施しながら、周知・広報しているところ

でございます。 

○10番（東 育代君） あったということでござい

ます。制度や相談機関も積極的に活用しましょうと、

さまざまな取り組みがあります。必要な人が必要な

ときに活用、利用できるような取り組みが重要です。

制度の周知や広報活動について、出前講座等を活用

してということの答弁が先ほどありましたが、その

ほかに広報活動について、どのようなものがあるの

かをお伺いいたします。 

○健康増進課長（若松友子君） 先ほど、出前講座

等で周知を図っているということでございましたが、

市の広報紙も活用し、また、民生委員等を対象とし

た研修会などで広報・周知に努めているところでご

ざいます。 

○10番（東 育代君） 引き続き、制度の周知や広

報活動について取り組んでいただきたいと思ってい

るところです。 

 最後に、市長にお聞きいたします。 

 国連の指摘を受けて、政府は児童虐待防止法と児

童福祉法の改正案の中に、しつけ名目での体罰、体

罰の定義についてガイドラインを策定と今国会での

成立を目指されているようです。再びこのような悲

しい事件が起こらないように願っているところです。 

 虐待防止の取り組みについては、担当課だけでは

限界があります。情報を共有することによって、さ

まざまな地域資源の活用も可能と思います。誰もが

安心して暮らせるようないちき串木野市であってほ

しいと思っております。 

 最後に虐待防止について、市長の見解をお聞きい

たします。 

○市長（田畑誠一君） 虐待に対する見解でありま

すが、夫婦間、児童、高齢者、障がい者など、いず

れに対しましても、いかなる理由があろうとも、東

議員がおっしゃっておられますとおり許されるもの

ではありません。 

 市の対応としまして、これまで縷々説明してまい

りましたが、虐待防止には早期発見、再発防止、家

庭の支援が大切であります。先ほどからそのように

お述べになっておられますが、同時に行政の役割と

して、特に初期対応を初め、教育支援、就労支援、

保育支援、財政支援などを行ってまいります。 

 しかしながら、早期発見においては、行政や関係

機関との連携のみならず、どうすれば未然に防げる

のか、地域の住民の協力もいただく必要があると考

えます。 

 虐待は、命を大切にする心や人として守るべき心

が失われていることが一つの大きな一因ではなかろ

うかと思います。 

 今朝ほど中村議員からございましたが、やっぱり
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経済的な貧しさだけでなく、今、東議員もお述べに

なっておりますように、私どもは心豊かな青尐年の

健全育成で、地域婦人団体の皆さん方も、いつもこ

の目標を大きく掲げておられますとおり、心の貧し

さを支援していくことが行政として、地域としてと

ても大事だと思っております。 

 今回のこのいまわしい、悲しい事件を受けまして、

国としても先ほど申し上げましたとおり、保護者の

体罰を法規制するという動きがあることは子どもを

守るためにとても心強いことだと期待をしていると

ころであります。 

○10番（東 育代君） 今、市長のほうから答弁を

いただきました。やはりシェルターみたいな施設は

本当に必要なんですね。早期に子育て支援センター

の建設をお願いをして、その中にこの支援拠点をぜ

ひつくっていただきたいということをお願いをいた

しまして、この項を終わりたいと思います。 

○議長（平石耕二君） 東育代議員、質問の途中で

すが、ここで暫く休憩いたします。 

 再開は午後３時15分といたします。 

             休憩 午後３時02分 

             ───────── 

             再開 午後３時15分 

○議長（平石耕二君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

○10番（東 育代君） 小規模校の支援と対策につ

いてお聞きいたします。 

 学校統廃合における今後の計画について伺うもの

です。31年度の特認校の申し込み状況を見ますと、

小規模校は特認校制で救われているなと思っており

ます。 

 しかし、冠岳小学校に関しては、新年度の特認校

生の状況を見るとかなり厳しいようです。統廃合計

画を提示し、校区内の意向を十分把握しながら慎重

に進めるとありますが、私は個人的には小学校は尐

人数であっても残すべきかなと思っております。 

 中学校はそれなりの生徒数がいて、切磋琢磨し成

長するのではないかと思っております。 

 当事者であります子どもたちの声や保護者の意見

を尊重すべきとは思いますが、学校統廃合における

今後の計画についてお伺いいたします。 

○教育長（有村 孝君） 現在の小中学校の統廃合

の考え方につきましては、先ほどの松崎議員の質問

にも答弁いたしましたけれども、平成28年２月に開

催いたしました総合教育会議において学校の統廃合

計画を作成する基準について、市長と教育委員会と

協議を行いまして、市としての共通認識を図ったと

ころであります。 

 急速に進む児童生徒の減尐の現状を見ますと、今

後どのような教育環境が望ましいのか検討してまい

りたいと思っております。 

○10番（東 育代君） 平成28年度の先ほどの答弁

の中と同じということで、市と教育委員会とが基準

について話し合ったということでございます。 

 もちろん学校統廃合においては、校区内の意向を

十分把握しながら慎重に進めると説明資料をいただ

きました。特に冠岳地域においては尐子高齢化と人

口減尐で限界集落の危機に迫られております。 

 追い打ちをかけるように、新年度からは鎮国寺さ

んが冠岳山市や花冠祭等の行事から手を引くという

お話をお聞きしております。鎮国寺さんの支援によ

り三十数年続いていたイベントが財源不足、人材不

足の新たな問題が生じ、地域だけでできるのか、今

後の開催には大きな課題とお聞きしております。 

 土川小学校の閉校により尐子高齢化が加速した先

行事例があるように、小さな地域では学校を中心に

地域コミュニティが成り立っております。 

 冠嶽芸術文化村構想計画が進められております。

冠嶽の歴史、霊山性、冠獄園などを活かした文化芸

術の聖地づくりを目指す取り組みとお聞きしており

ますが、地域に人がいなくなる中で、事業計画だけ

が先行していくのかなと尐々疑問に思うところです。 

 学校は地域づくりの拠点であると日ごろから市長

はお話なさっております。学校の統廃合について、

市長の見解をお聞きいたします。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど教育長のほうから答

弁がございました。 

 私はかねてから小学校は地域の元気の源と言いま

すか、地域の皆さんのがんばっていこうという思い

があればということで、小学校だけは残すべきだと
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いうことで、今まで合併を進めて再編を行ってこな

かったわけであります。 

 しかしながら、先ほど松崎議員にも答弁いたしま

したとおり、もう急速に児童生徒の減尐が続くとい

うこの現状を見ますと、やはり主役は子どもたちで

ありますから、その学年に応じた教育を受けなけれ

ばいけないわけですから、どのような形の教育環境

というのが望ましいのか、検討をする時期に来てる

と思っております。 

○10番（東 育代君） 急速な人口減尐ということ

で、どのようにしたらいいかと、今から検討を重ね

ていくという答弁であるようにお聞きしました。 

 この資料をいただいた中にも、統廃合計画を提示

し、校区内の意向を十分把握しながらというふうに

書いてあります。やっぱり校区の方々、地域の方々、

あるいはＰＴＡの方々、もちろん主役は子どもです

ので、子どもを持つ保護者の考えをいろいろと検討

されていくと思うんですが、これを見ると、小学校

は児童数が10人未満の状況が２年以上続くことや、

学年の児童数０人の学年が２学年になることが予測

される場合と書いてあります。 

 冠岳小学校の場合を見ていきますと、今述べたよ

うなところに合致するんですが、こういう状況が続

く場合、地域の意向を十分に把握しながらというこ

とでありますが、どのようなふうに今後進められて

いくのか、再度お聞きしたいと思います。 

○教委総務課長（木下琢治君） 冠岳小学校の今後

の進め方についてでございますが、昨年12月議会で

も、冠岳小学校の特認校生の状況ということで、現

状を説明させていただきました。 

 このことにつきましては、その前に、まず学校長

から教職員、それから学校運営協議会等にも冠岳小

学校の現状ということで報告させていただいており

ます。その後、年が明けまして、教育委員会からも

まちづくり協議会の役員会に、現状という形で報告

をさせていただいたところでございます。 

 そして、先日、先の２月21日総合教育会議の中で

も、市長と教育長、委員の中で、この問題について

も協議をさせていただいておりますが、今後の進め

方としまして、そこに基準としてありますように、

統廃合の計画案というものを作成して、それから、

地域との協議に入らせていただくという形になって

まいります。 

 その中で地域の皆様方の意見を聞きながら、最終

的な方向性というものについては教育委員会で審議

し、また市長を含めて方向性を出す中で、また必要

に応じては議会のほうにお諮りするという形になっ

てまいるかと思います。今後、地域の方々との協議

を十分行っていくということで確認をしているとこ

ろでございます。 

○10番（東 育代君） 今、課長のほうからも答弁

いただきました。大変厳しい現状のようにお聞きし

ているところです。 

 次の子育て世代の移住支援についてというところ

にも入っていくんですが、ちょっとそこを置いとい

て、その前に、羽島小学校、中学校、施設一体型一

貫教育ということで、先ほど同僚議員の質問もあり

ましたが、羽島小学校、中学校、施設一体型とした

場合に、どのような成果を期待をなさっておられる

のか。また、地域や生徒の声を十分に酌み取ってほ

しいとは思っておりますが、中学校はそれなりの生

徒数がいて切磋琢磨し成長すると思っておりますが、

中学校の統廃合についてはどのようなお考えなのか

を尐しお聞きしたいと思います。 

○教育長（有村 孝君） 中学校の統廃合につきま

しても、前にお示ししました総合教育会議で総廃合

計画を作成する基準を設けております。 

 その基準によりますと、中学校の場合、複式学級

になるおそれがあると。つまり１、２年生、あわせ

て何人という規定がありますけれども、そういうこ

とに陥るときには、小学校と同じように統廃合計画

を教育委員会がつくりまして、地域の方々と十分に

話し合いをしながら統廃合を進めていくと。そうい

う基準でございます。またそれ以前に、地域の方々

から統廃合の要望等が出ました場合も、また私ども

のほうでそれを計画にのせて進めてまいりたいと。

そういう基準でございます。 

 ただ、小中一貫教育を今進めていますので、そし

てまた一体型が、羽島小中学校の場合は校舎も隣同

士ですので、将来的には一体型の義務教育学校にし
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たほうが望ましいということを申し上げました。た

だ、先ほど松崎議員にも答弁いたしましたが、保護

者の方々から、小中一体になっると、今後中学校同

士の統廃合ができなくなるじゃないかと。まだまだ

生徒数が減って、それじゃ困るんじゃないかという

意見等も多数出まして、今のところそういう保護者

の意見も聞きながら、ＰＴＡの意見、地域の意見も

聞きながら、継続してまた検討してまいりたいとい

うことを先ほど申し上げたところでございます。 

○10番（東 育代君） 今、教育長のほうから答弁

をいただきました。 

 羽島小学校と中学校は隣同士ですので、非常に地

域の保護者の方々、地域の方々にすると便利かなと

いう反面、やはり中学校の生徒を持つ保護者の方々

は、今22名という先ほどの実情をお聞きした中で、

大きな学校と一緒になって、そして、いろんな体験

活動しながらもまれていくのも必要ではないかなと

いう保護者の意見があることも事実ですので、地域

の方々の意見を十分に把握して、収集していただき

たい。余り早く早く義務教育学校に向けた取り組み

というのはいかがなものかなというという思いがし

て、ちょっとここで取り上げたところです。先ほど

教育長のほうから答弁がありましたので、この件は

お答えはいいです。 

 先ほど尐し保留しておりましたが、子育て世代の

移住支援についてということでお聞きします。 

 特認校制度で、小規模校は存続していると思って

おります。私は先ほどから申しておりますが、個人

的には小学校は地域にとって大切な位置ですので残

すべきと思っております。学校を中心に地域コミュ

ニティ活動が行われておりますし、特認校制度の成

果であるようにも思っております。 

 しかし、地域も市も特認校制度に頼り過ぎてきた

のかなという思いもしております。もう尐し地域に

人が住んでもらえるような移住支援も検討すべきで

はないかと思っているところです。地域に移住し、

地域の皆様と一緒に地域を元気にするような取り組

みも必要ではないかなと思っているところです。 

 羽島や荒川、旭と地域振興住宅が建設されました

が、建設には限界があります。空き家活用も含め、

地域にある公営住宅を利用した子育て世代への特別

な優遇措置制度を設けることは考えられないのか。

子育て世代への移住支援についても伺います。 

○都市計画課長（火野坂斉君） 特認校制度のある

地区への子育て世帯への移住支援は地域の活性化に

つながることであると思います。 

 市営住宅の空き家を活用し、子育て世代への移住

支援として、新たに家賃を補助するに当たりまして

は、現在入居している子育て世帯との整合性を欠き、

難しいと思われます。 

 公営住宅は住宅に困窮する低額所得者へ低廉な家

賃で賃貸することが目的となっており、民間とする

と家賃も安く、もともと優遇された住宅であります。

特に所得の尐ない世帯には減免制度もありますので、

現行制度での入居をお願いしたいと考えております。 

○10番（東 育代君） 今、課長に答弁いただきま

したが、この公営住宅の目的というのは承知してお

りますが、特に冠岳とか川上とか旭、空き家もあり、

公営住宅の空き室もあるようです。公営住宅の縛り

はあるかもしれませんが、子育て世代の方々には住

宅提供できないのかなと。学校の統廃合を前提に議

論する前に、地域の方々と一緒に考えていただきた

いと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○都市計画課長（火野坂斉君） おっしゃるとおり、

旭地区の芹ヶ野住宅、あるいは冠岳の松下住宅、川

上の中組住宅には空き家が発生しております。 

 冠岳の松下住宅を例にとれば、家賃は所得によっ

て異なりますが、１番低い人で１万2,200円です。

子育て世代になると所得も低いことが考えられます

けど、減免制度が２分の１までの減免が効きますの

で、仮にそういう２分の１の家賃減免を受けたとす

れば、6,100円になります。こうしたことで、もと

もと公営住宅というのは優遇された住宅であります

ので、現行制度を利用しての入居を考えていただき

たいと考えております。 

○10番（東 育代君） 今、課長が言われたように、

公営住宅ということで重々承知はしておりますが、

やはりもう、地域振興住宅をどんどんつくってくだ

さいということは現実的ではないんですね。であれ

ば、やはりここら辺も学校の統廃合が本当に危機に
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迫っている地域については、地域と一緒になって、

ここら辺も考えていただきたいなと思っているとこ

ろですが、いかがでしょうか。 

 市長にお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 東育代議員の地域を守ろう

という趣旨はよくわかります。ただ、公営住宅はま

た公営住宅としての制度があります。そういった意

味で、所得が低い方に入っていただくように公営住

宅は用意しているわけでありますが、そういった中

で、今課長が申し上げましたとおり、一番家賃が低

い方の例ですけれども、１万2,200円ですか。さら

にまた減免制度で所得が低い場合はそのまた２分の

１、六千何百円という状況で今お入りいただいてお

りますので、ほかとのバランスを考えますと、なか

なか困難な面があるなと直観しているところであり

ます。 

○10番（東 育代君） なかなか厳しいということ

で、先ほどの同僚議員の質問でも、空き家を活用し

て子どもたちを呼び込むということの取り組みがあ

りました。地域のほうでも、やはりいろんな方面か

ら今後課題が残ったようでございます。 

 続きまして、放課後子ども教室と放課後児童クラ

ブのあり方について伺います。 

 子ども・子育て支援事業計画で、国の放課後子ど

も総合プランに基づく本市の取り組みがあります。

放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の一体的な、

または連携による実施について検討していくほか、

確保方策として小学校の余裕教室の検討もしつつ、

市の教育部門と福祉部門が連携して取り組んでいき

ますとあります。 

 今年度が最終年度とありますが、放課後子ども教

室と放課後児童クラブについて、市の考え方をお聞

きします。 

○福祉課長（立野美恵子君） 放課後子ども教室、

放課後児童クラブのあり方についてであります。 

 市の子ども・子育て支援計画にある放課後子ども

総合プランの放課後児童クラブ及び放課後子ども教

室の一体的な実施についての計画の中には書いてあ

りますけど、現段階では放課後児童クラブのない校

区で放課後子ども教室を実施していくということで

継続して実施をしております。 

○10番（東 育代君） 今答弁いただきましたよう

に、小規模地域には放課後子ども教室がありますが、

学童クラブがありません。仕事を持つ保護者は安心

して子どもを預けられるところが欲しいと言われま

す。10人以上でないと学童クラブとしての設置はで

きないと言われております。利用者の有無にかかわ

らず、既存の学童クラブと同じくらいの保護者負担

で利用できるような取り組みは考えられないのか。

放課後子ども教室と放課後児童クラブについてお聞

きします。 

○福祉課長（立野美恵子君） 本市においては、今

議員さんも仰せになりましたとおり、放課後子ども

教室が６小学校区、放課後児童クラブが３小学校区

に設けられております。 

 放課後児童クラブについては、国の補助対象にな

るのは10人以上の利用が必要であります。10人以下

になりますと、国の補助が受けられないこともあり、

過去に小規模地域で設置できなかったこともありま

す。小規模地域で10人以下の児童クラブへの運営費

に対する市卖独補助については、今のところ考えて

おりません。 

○10番（東 育代君） 本当に放課後子ども教室と

放課後児童クラブ、設置目的が違うことは承知して

おります。特に羽島小学校区、生福小学校区におい

ては保護者の要望も多く寄せられておりますが、こ

の保育料が要るか要らないかとなると、保護者負担

がないほうがよいという方が多くて、今まで設置が

見送られてきました。 

 しかし、このままでよいのでしょうか。設置目的

が違うからという理由で子どもたちへの不利益が生

じるとすれば、子育て支援は一歩後退してしまうよ

うに思います。既存の学童クラブは地域や保護者、

ＮＰＯ法人が運営しております。市に設置するよう

にと言っているわけでありません。児童数が尐ない

地域ではどうすれば設置できるのか、地域やＰＴＡ、

学校、行政と一緒になって取り組んでほしいと思っ

ておりますが、いかがでしょうか。 

○福祉課長（立野美恵子君） 羽島校区、生福校区

での放課後児童クラブについては、児童クラブの運
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営が整わない小規模地域であります。利用児童数の

条件や利用料金について困難な状況であります。地

域を巻き込んでしたらどうかということもあります

が、先ほど申しましたこの計画は市の子ども・子育

て支援計画に載っております。来年度が次期計画の

策定年度でもありますので、その中で小規模地域で

の児童の預かりについて研究してまいりたいと思っ

ております。 

○10番（東 育代君） 来年度から、また子ども・

子育て支援計画が新しく始まりますので、その中で

ぜひ検討していただきたいと思っております。 

 小規模校の支援と対策について質問を重ねてきま

した。小さな地域では学校を中心にした地域コミュ

ニティがあります。尐子高齢化と人口減尐の中で、

学校がなくなれば地域も地域力が衰退していきます。

31年度途中からですが、幼稚園、保育園の無償化と

なります。保育園や幼稚園への通園が増えることが

予想されます。小学校へ進学したときの子どもたち

の居場所の確保が必要です。小一ギャップで子ども

がつまずかないよう、また、保護者が安心して就労

できるように学童クラブの整備も急がれます。 

 子どもたちは平等に支援を受ける権利があります。

未来の宝であります子どもたちの成長を願っており

ます。 

 小規模校の支援と対策について、最後に市長の見

解をお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど来、福祉課長のほう

が答弁しておりますが、市としましては、来年、市

の子ども・子育て支援事業計画の次期計画をつくろ

うとしております。その中で、小規模校地域での児

童の預かり方はどうあるべきだろうかということを

研究してまいりたいと考えております。 

○10番（東 育代君） 以上で、一般質問の全てを

終わります。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（平石耕二君） 以上で本日の日程は終了し

ました。 

 本日はこれで散会します。 

         散会 午後３時41分 


